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ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会（第１０回） 

令和５年３月３０日 

 

 

【辻座長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第１０回のポスト・コ

ロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会を開催いたします。 

 前回の研究会におきましては、各地方公共団体における人材育成の取組みについて、ヒ

アリングを行いました。 

 本日も引き続き、各地方公共団体からヒアリングを行いますが、今回は、デジタル人材

の確保・育成の取組み、これに焦点を当ててヒアリングを行いたいと考えております。本

日は、東京都、北海道、北九州市、それから真岡市に御協力いただき、お話をお伺いする

機会をいただきました。 

 まずは、それぞれの団体の取組みにつきまして御説明いただき、その後、意見交換した

いと考えております。 

 皆様におかれましては、お忙しい中、御対応くださいましてありがとうございます。 

 また、本日は研究会委員も全員出席となっておりますことを、御報告します。 

 それでは早速ですが、東京都デジタルサービス局戦略部デジタル推進課長、星埜様から、

東京都におけるデジタル人材の確保・育成に関する取組みにつきまして、御説明をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【星埜課長】  ただいま御紹介いただきました、東京都庁デジタルサービス局戦略部デ

ジタル推進課長の星埜と申します。どうぞよろしくお願いします。また、本日は発表の機

会をいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、都におけるデジタル人材確保・育成の取組みについて、御説明差し上げたい

と思います。 

 最初に、取組みの背景ということで御説明差し上げたいと思います。 

 デジタル化に関する日本・東京の現状でございます。日本のデジタル競争力というのは、

世界の中では低迷傾向にあるというところでありますとか、あるいは、行政のデジタル化

の遅れということで、東京都の行政手続の利用率や満足度といったものが、世界の諸都市

と比べると低い傾向にあります。そのほか、庁内における職員の情報システムの利用に関

しての職員の満足度といったものも取っており、それについてもあまり高くないといった
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状況がございます。 

 また、国内のデジタル人材の偏在について、総務省の平成３０年の情報白書から取って

おりますが、人材が、日本においては７割がベンダー企業に所属しているのに対して、ア

メリカは好対照になっているというところがございます。 

 こうした中で、デジタルテクノロジーが大きく変化し、その重要性が増しているという

ことはもちろんのこと、行政サービスの質向上を図っていくためには、行政内部にデジタ

ル人材を確保していくことも重要なのではないかということが、大きな背景としてござい

ます。 

 当然、都庁も様々なシステムを使っているわけですが、その開発に当たって、全て庁内

で内製化するというのは、なかなか難しいと考えております。今後もベンダー企業の力を

活用し、発注しながらつくるといったことは、継続する部分はあるわけですけれども、こ

れまでと今後とで、大きく変えていかなければならないこととして、発注をするときに、

どういったものを発注すればよいのか。そのプロジェクトをどのようにマネジメントして

いけばよいのかといったことについて、対応できる人材を、庁内に確保していく必要があ

るということが、問題意識としてあります。 

 次は、ここまでの取組みの振り返りということで、２０１９年度以降、デジタル化を大

きく推進してきたところでして、２０１９年度には、戦略政策情報推進本部を設置して、

民間の人材の登用を開始しました。 

 また、２０２１年度には、これを改組し、デジタルサービス局を設置し、さらに組織を

拡大しました。このときに、後ほど御説明いたしますが、ＩＣＴ職というデジタルの専門

職種を新設したほか、デジタル人材確保育成基本方針を策定しました。 

 また、今年度については、それを踏まえて、東京デジタルアカデミーという取組みも開

始しております。 

 デジタルサービス局ですけれども、大きく機能が３つございます。各局・各区市町村の

ＤＸを技術面からサポートするというもの。それから人材関係では、デジタル人材の管理、

研修、またＩＣＴ職の配置管理に関する調整。そして、デジタル人材の確保、都職員のデ

ジタルスキルの向上。こうしたことについて全庁の旗振り役、牽引役としての機能を果た

すことが、私たちに求められております。 

 次に、東京都デジタル人材確保・育成基本方針でございますが、昨年２月に策定、公表

いたしました。 
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 方針策定の基本認識は、先ほど御説明させていただきましたので割愛いたしますが、デ

ジタル人材の定義に関して、ＩＣＴ職、高度専門人材、リスキリング人材というように定

義づけしております。デジタル人材といっても、どのような人材を、どのように確保して

いけばよいのかを考えるに際して、まず定義づけをしていく必要があるだろうということ

から整理したものでございます。 

 ＩＣＴ職につきましては、既に採用も進んでいる部分ではありますが、デジタルのスキ

ルと、行政の専門性を同じく身につけた者として、都のＤＸの施策立案などを牽引してい

く人材として、育てていきたいと考えております。 

 高度専門人材につきましては、民間から登用している任期付職員等を指しており、高度

なデジタルスキルを生かして、デジタルサービスの質を高めていくため技術面から牽引す

る人材と位置づけています。デジタルのテクノロジーは常に変化していくものですので、

その時々のテクノロジーにキャッチアップした人材というのは、ある種、任期付という形

で、うまく入れ替えながら活用していく必要があるのではないかと考えています。ＩＣＴ

職については、行政の専門性も身につけた人材として、行政組織をベースとして長い目で

見て育成し、それが組織を牽引していく。こうした人材をうまく組合せながら、活用して

いけばよいのではないかというのが、私どもの考えでございます。 

 また、リスキリング人材につきましては、ＩＣＴ職等を除く、いわゆる行政組織の中の

事務職や、土木職など、様々な職種の職員がおりますが、これらの者についても、デジタ

ルスキルを一定程度身につけなければ、うまく組織として機能していかないということか

ら、リスキリングを進めていこうと考えております。 

 これらの人材をどのように確保していくのか、育成していくのかということについて、

デジタルスキルマップやデジタルアカデミーといった様々な取組を進めているところで、

これらについては、この後から各論という形で御説明したいと思います。 

 まず、デジタル人材の確保策でございます。デジタルスキルマップについて、本日は主

に確保の観点から御説明させていただきたいと思いますが、スキルマップ自体が確保策と

いうわけではなく、確保にも育成にもどちらにも活用するものとしております。スキルマ

ップについて簡単に申し上げますと、庁内に採用したICT職等のデジタル人材について、ど

ういったスキルを、どのように持っているのかということを可視化していくための取組み

でございます。 

 少し説明が細かくなりますが、スキル項目とジョブタイプという形で整理しています。
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私たちも、デジタル人材に関する取組みを始める際に、デジタルに詳しい人を採用してい

かなければならないというところから考えをスタートしました。しかし、採用を進めてい

くと、民間企業においては、例えば、デザイナーといってデザインに詳しい方や、データ

エンジニアリング、データアナリティクスなどデータに詳しい方、またはサイバーセキュ

リティーに詳しい方、ネットワーク関係に詳しい方というように、様々専門分化している

という状況が見てとれまして、実際、全ての分野に精通している人材というのは、なかな

かいないということがございました。 

 こういった部分にきちんと目配りして、庁内の人材がどの分野に秀でているのか。逆に

言うと、足りていない部分はどこなのかということを把握しながら、確保・育成を進めて

いく必要があるのではないかというのが、このデジタルスキルマップの考え方の根底にご

ざいます。今現在、ＩＣＴ職、あるいは民間から登用した人材について、このスキルマッ

プを活用して、どういったスキルを持っているのかという可視化を進めているところでご

ざいます。 

 そういう可視化を進めた上で、都庁内で必要としているスキルは何なのかといった情報

と組み合わせながら、量の不足、質の不足というものに対応できればと考えております。 

 スキルマップを活用したデジタル人材に関する取組みについてですが、今、申し上げま

したとおり、スキルマップを活用することで、供給サイド、庁内にいる人材が、どのよう

なスキルを持っているのかという情報が得られます。 

 一方で、庁内において、どのようなプロジェクトがあって、それにはどのような人材が

必要なのかといった情報と組み合わせて把握することで、人材の需給ギャップが見えてく

る。それによって、採用すべきスキルがどれなのかということを明らかにしながら、採用

活動を進めていこうという考え方でございます。 

 デジタル人材については、高度専門人材としての任期付のデジタルシフト推進担当課長、

あるいは、ＩＣＴ職の採用を進めているほか、会計年度任用職員、あるいはアドバイザー

としてのフェローといった方々を確保させていただいているところでございます。 

 次に、育成策について御説明差し上げます。 

 育成策としては、東京デジタルアカデミーということで展開しておりますが、人材育成

の取組みをはじめとして、３本柱で進めているものでございます。ＩＣＴ職向けの研修や

全職種向けの研修というのが、１本目の柱。２本目の柱は、海外等の先進事例の調査等の

実施。それから、３本目の柱として、この後でも御説明いたしますが、区市町村との連携
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でございます。これらを組み合わせることで、東京全体のサービスの質を上げていこうと

いうのが、東京デジタルアカデミーの考え方でございます。 

 デジタル人材育成のコンセプトでございますが、ピラミッドの図に示しておりますが、

３段階に分けて展開しおり、一番下のリテラシーにつきましては、全職種向けということ

で、年４万人、簡単に申し上げますと、都庁において行政に携わっている職員は、職種を

問わず勉強するということで、研修を実施しております。 

 また、中段のリスキリング。ここは、もう少し踏み込んだ勉強をすることで、人数規模

はリテラシーより少し少なくなりますが、デジタルツール等をきちんと活用できるような

人材を育てていきたいというものでございます。 

 一番上のプロフェッショナルについては、ＩＣＴ職向けの育成ということで、専門性を

向上させていくための研修になります。 

 ＩＣＴ職向けの研修については、専門性を高めるための研修はもちろんのこと、いわゆ

るＩＴ関連の民間企業に派遣したり、海外へ研修として派遣したりといった取組みを進め

ているほか、ＩＣＴ職同士の学び合いができるように、ラーニングコミュニティを構築し

ながら進めております。 

 全職種向けの育成策については、先ほど、御説明したとおり２つに分けて、リテラシー

向上と、リスキリングの観点で進めております。リテラシーにつきましては、セミナー等

のほか、いつでも学べるようなｅラーニングなどを活用しながら、取組みを進めておりま

す。 

 また、リスキリングにつきましては、昨今、いわゆるエンジニアが用いるようなコード

が書けなくても、ノーコード・ローコードツールといって、簡易な形で様々なアプリが構

築できるようなツールも発達してきておりますので、そういったものをきちんと使いこな

せるような人材を育てていこうということで、ワークショップ型の研修なども実施してい

るところでございます。 

 今後の展望でございますが、先ほどご説明しましたデジタルスキルマップをどのように

根づかせていくのかということは、大きな課題の一つと考えております。すでにスキルチ

ェックの取組みを進めておりますが、やはり庁内において、どのようなデジタルスキルが

必要なのかということを、各職員が理解し切れているかというと、なかなかそこの理解が

追いつき切れていない部分もありますので、そこは根づかせていくため地道に取り組んで

いく必要があると考えてございます。 
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 また、次の区市町村のところでも御説明いたしますが、都の職員向けの育成、区市町村

職員向けの育成ということで、今はそれぞれ別個に進めている部分もございますが、今後

は共に学び合える環境をつくっていこうということで、来年度には、ＴＤＡポータルとい

ったものも作っていきたいと考えてございます。 

 そのほか、後ほど御説明いたしますが、ＧｏｖＴｅｃｈ東京という、東京都が来年度設

立予定の団体等もございますので、こことの連携も進めていきたいと考えております。 

 また、育成したＩＣＴ職をどのように組織として活用するかということについて、いわ

ゆるシステム所管部署への配置だけではなく、各局の企画部門にも兼務配置しているとい

うことがございます。ここは、各局の事業のＤＸを進めていくためには、やはり企画部門

が引っ張っていくことになりますので、そこにデジタルの専門職種を兼務で置くことによ

って、デジタルサービス局が牽引しつつ、各局のＤＸの自律的な推進を図っていければと

考えているところでございます。 

 次に、区市町村に関する取組みをご説明します。 

 区市町村については、デジタル人材の不足やノウハウの充実が課題ということで、都に

おいてデジタル人材が充足しているかどうかのアンケートを取った際に、実に９割に及ぶ

自治体から、不足していると感じているというお答えをいただいております。 

 アンケートの詳細についてですが、どんな人材が足りていないかということを聞きます

と、戦略・企画ができるような人材が足りていない。あるいは、プロジェクトの管理がで

きる人材が足りていないといった声が多く聞かれております。 

 また、どんな場面で足りていないと感じるかという問いに対しては、企画構想段階、あ

るいは、システム構築の要件定義については、一定程度の専門性が求められるところ、な

かなかできる人材が足りていないという声をいただいております。 

 また、人材育成については今のような認識の下、職員全体の底上げが必要だけれども、

研修が十分にできていないであるとか、ターゲット別・職層別の目的を明確化した研修が

なかなかできていない。そのほか、全体の意識啓発も必要であるとか、具体的なツールの

紹介なども有効なのではないか。そういった様々な声をいただいています。 

 こういった声に対しては、都としても現在、勉強会や研修会といった様々な取組みを実

施しております。詳細は割愛いたしますが、デジタルの基礎を学ぶための研修であるとか、

ハンズオンで、実際にツールに触りながら行う研修であるとか、様々な研修を展開してい

るというところです。 
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 最後になりますが、今後の区市町村との連携についてですが、来年度設立する予定のＧ

ｏｖＴｅｃｈ東京と絡めながらの話になりますが、区市町村において、人材の充足感が厳

しいという状況の中で、都として、デジタル人材のシェアリングというものに取り組んで

いければと考えてございます。 

 大きく分けて、人材の共同活用ということで、ＧｏｖＴｅｃｈ東京で採用した人材が伴

走型でサポートする形で各区市町村に入っていくという取組みや、ＧｏｖＴｅｃｈ東京で

人材プールとして登録していただいたデジタル人材の方々を紹介させていただいて、区市

町村において非常勤のＣＩＯ補佐官などの形で任用していく、そういった二通りの形で活

用が進められるのではないかと考えております。ここは現在、構想段階で詳細を詰めてい

るところでございます。 

 ちょっと駆け足になった部分もございますが、私からの説明は、以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明を受けまして、意見交換をしたいと思います。御意見のあ

る方は、挙手ボタンで教えていただきますよう、お願いします。いかがでしょうか。田中

委員ですかね、お願いします。 

【田中委員】  ありがとうございます。東京都の取組について、丁寧に御説明いただき

ありがとうございました。私は、内閣府で行政のデジタル化にずっと取り組んできたこと

もありまして、行政のデジタル化、ＤＸ、ひいては社会全体のＤＸを実現するには、デジ

タル人材の育成が非常に重要な課題だと考えております。東京都におかれましては、都の

人材だけではなく、市区町村の人材育成の支援にも積極的に取り組んでいただいていると

いうことで、興味深く拝聴しました。 

 少し細かい点ですが、ご説明の中で、デジタルやＩＣＴ、システムといった言葉がいろ

いろ出てきて、その組み合わせで、最終的にデジタル人材を育成していくということだと

理解しましたが、もともとアナログな状態で出来上がっている業務プロセスを、単にシス

テム化する、ＩＣＴを導入するといっただけでは、本当の意味でのデジタル化やＤＸは、

実現できないと考えております。先ほど御指摘がありましたが、戦略・企画の段階から、

業務プロセスをデジタル化し、その上でＩＣＴ技術を使ってシステム化していくことが重

要になると思います。 

 今日のお話は、ＩＣＴ技術の導入ですとか、システム化のためのスキルアップについて

は、かなり丁寧に御説明いただいたと思うのですが、さらに高いレベル、あるいは基礎レ
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ベルなのかもしれませんけが、業務プロセス自体のデジタル化を実現するための人材育成

あるいは人材確保という点については、どのようにお考えなのかを教えていただけますで

しょうか。 

【星埜課長】  御質問ありがとうございます。今、お話いただきましたとおり、いわゆ

るシステム化だけを進めていけばよいわけではなく、業務プロセスに関してＢＰＲを進め

ていくことに注力していく必要があると思います。 

 本日の御説明の中では詳しくは取り上げていなかったのですが、都の構造改革として、

シン・トセイ戦略というものを進めておりまして、その中で各業務のＢＰＲといったもの

に取り組んでおります。このＢＰＲを進めるに際しては、今、申し上げましたＩＣＴ職や

民間から登用した高度専門人材が、プロジェクトごとにアサインされていくという形で取

り組んでいるところでございます。ＢＰＲについても、システムそのものを更改しなけれ

ばならないとか、あるいは、今までアナログでやっていた事務にアプリなどをうまく取り

入れて業務効率化を図っていこうとか、様々な取組みが考えられますけれども、その専門

性に応じて高度専門人材をアサインして、こういった取組みがよいのではないかというこ

とを、事業所管部と議論しながら進めるという形で、進めている状況でございます。 

【田中委員】  構造改革、ＢＰＲのやり方を取り入れて、それも含めてこのデジタル化

に取り組んでいるということで承りました。ありがとうございました。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。それでは、太田委員、お願いします。 

【太田委員】  ありがとうございます。大変興味深い御説明ありがとうございました。

私からは１点だけ、デジタルスキルマップについて、質問させていただければと思います。 

 非常に見える化をする上で、有効な取組ではないかなと感じました。その際に、実際に

作成する際は、どういった方が、こういったものをうまくつくられたのかということが、

お伺いしたい点です。実際にデジタルスキルでどういうものがあって、都庁内で、どうい

うふうなスキルが不足しているのかということを測定するというのは、あるいは、個々の

採用された方が、どういったスキルを持っているかというのを測っていくというのは、か

なり難しいような部分があるような気がするんですけれども、その辺りはいかがでしたで

しょうか。御質問させていただければと思います。 

【星埜課長】  ありがとうございます。まず、このデジタルスキルマップというものを

つくるに当たっては、先ほど申し上げましたが、民間企業等からデジタルに精通した人材

を高度専門人材として複数採用させていただいているわけですが、そういった方々と議論
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しながら、簡単に言いますと、そういった方々にうまく入っていただき、論点を整理しな

がら構築していったところでございます。 

 ただ、先立つものとしては、例えば、ＩＰＡ様のほうでつくっておられますＩＴＳＳ、

デジタルスキル標準がありましたけれども、こういったものを見て、民間企業ではなくて

行政の観点からすると不要と考えられる項目の部分は除いたり、また、こういった取組み

を行政の中で進めるのはなかなか前例のないところでもございましたので、スキルレベル

の段階を少し簡略化するという形で整理しながらつくっていったという状況がございまし

た。 

 庁内で、どういったスキルが不足しているかを把握するのは、なかなか難しいのではな

いかという御指摘は、まさにおっしゃるとおりでございまして、私ども、今年度に庁内で

スキルのニーズに関する調査、アンケートを行いながら進めたんですけれども、まずは、

どういったプロジェクトを各局が抱えているのか。例えば、ウェブサイトの構築をしなけ

ればならないとか、アプリを構築しなければならないとか、様々な課題があるわけですけ

れども、ウェブサイト構築であれば、例えばＵＩ・ＵＸのような観点からデザインに関す

るスキルが一定レベルは求められるのではないかといった仮説などを提示したりしながら、

各局と意見交換しつつ、情報を吸い上げていきました。 

 ただ、今年度の取組みは一定程度やりましたけれども、その解像度をどのように高めて

いくかというのが、今後の私たちの課題の一つかなというふうに認識してございます。 

【太田委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  それでは続きまして、権丈委員、お願いします。 

【権丈委員】  貴重なお話ありがとうございます。ちょっと十分聞き取れていないとこ

ろもあって、申し訳ないのですが、質問させていただければと思います。 

 先ほど、デジタル人材の育成と関連して、業務プロセスのデジタル化の話も出てきたの

ですが、私は本日のお話を聞いていて、まずはデジタル人材の確保・育成について、非常

にシステマティックに取り組まれているという印象を受けました。その上で人材確保に関

して、魅力的な働き方の提示ということはされておられるでしょうか。時間と場所の柔軟

性の取組みであるとか、給与面であるとか、特に外部の方や比較的短期で働かれる方につ

いてどうなっているか、また、全体としての働き方の取組みとの関連などを考えられてい

るのかといったところを、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【星埜課長】  ありがとうございます。まず、民間から登用している職員の勤務形態に
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ついては、都の職員として働いていますので、いわゆる公務員としての勤務形態の中で働

いております。ただ、ほかの職員も同様ではございますが、リモートワークなども柔軟に

取り入れており、必ずしも登庁しなくても一緒にプロジェクトを進めていけるといった形

で働いている状況がございます。 

 また、通常、都の職員は何々部何々課というように行政組織の中に一定程度位置づけら

れてしまう形になりますけれども、民間から登用した人材につきましては、先ほど来、各

プロジェクトにアサインしていくという形を取っていまして、そのあたりは、組織の仕事

に捉われるわけではなく、案件に応じて柔軟に仕事に取り組んでいく形を採っております。 

 その上で、今、御指摘いただきました働き方、給与面等についての課題感についてです

けれども、公務員としての働き方というところについての一定程度の制約というものは、

私たちとしても感じるところでございます。それについては、本日の御説明の中で、新し

く設立することを考えておりますＧｏｖＴｅｃｈ東京という団体があると申し上げました

けれども、こういった団体を立ち上げることによって、一定程度、給与面の設定について

も柔軟性を持たせていくなどによって、民間のいわゆるデジタル人材と言われる方々が、

行政に興味は持っているんだけれども、なかなかこういった部分での制約を感じるところ

について、うまく対応きるような形につくっていけないかなと考えているところでござい

ます。 

【権丈委員】  ありがとうございます。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。 

【片山委員】  先生、ちょっといいですか。 

【辻座長】  はい。片山委員、お願いします。 

【片山委員】  このＩＣＴ職の関係で、ちょっと質問させていただきます。こういう職

種を設定されているのは東京都庁だなと思って、すばらしいなと思っているんですけど、

２つ。 

 １つは、２０２１年に設置されたということなんですけれども、この職を設置して、外

部からの新規採用で新しくつくったのか、内部からの職員、既存の職員から職種転換とい

うことで、今は役所というのは、内部で職務区分というのは、非常に差がありますから、

そういうことで構成されているのかどうか。どちらでやっていかれたのかということが１

つ目。 

 ２つ目は、新しく職種区分で採用職種区分をつくったんだったら、都庁の職員とは別に、
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普通の行政職員とは別に、待遇で差を設けて、プラスアルファしたのかどうか。この２点

をちょっと教えていただけますか。 

【星埜課長】  ありがとうございます。まず１点目のご質問へのお答えでございますけ

れども、両方ともございます。外部からの新規採用や中途採用という２つの間口で採用活

動を実施しているというところと、内部の職種転換、転職といいますけれども、そういっ

た形でＩＣＴ職に入ってくる職員も両方おります。少し付言しますと、内部からの転職に

ついては、都庁においては、これまで中途採用という形で、いわゆるシステムに精通した

業務経験をお持ちの方の採用を進めてきたという過去の経緯がございました。こういった

方々は、職種としては事務という形で、職種管理をしておったんですけれども、そういっ

た方々が、ＩＣＴ職というものを立ち上げる中で、もちろん本人の意思に基づきますが、

ＩＣＴ職に転職をしていくというものでございます。 

 それから２点目の待遇面での違いというところについてでございますが、今現在は、い

わゆる行政職員というくくりの中に入りますので、給料表も含めまして、そこには差はな

いというのが現状でございます。 

【片山委員】  ２番目で、ちょっと追加で質問させてください。その場合、待遇が一緒

やったっていう場合に、やはり人材は集まりますかね、外部の人。どんな感じですか。 

【星埜課長】  そうですね。ここは、どのように評価するかというところはございます

けれども、数の上では、採用しようと考えている採用予定者数は、充足する形で採用を進

めております。ただ、倍率とかそういった部分については、ほかの技術系の職種も同様で

ございますけれども、やはり昨今の公務員試験の競争倍率というのは、なかなか厳しいと

ころがあるなと考えてございまして、ここをどのように倍率を高めていくか、どのように

よりよい人材を確保していけるかというようなところについては、採用ＰＲも含めて、今

後の課題の１つと考えてございます。 

【片山委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  今のところに関係して、私も追加でお伺いしたいのは、１３ページのとこ

ろの図が、一番総括的で分かりやすいのかもしれませんが、ここで分かりやすく、今後の

多様な人材の確保策、うまく示していただいていると思います。これは、ざっくりとした

実感でいいんですけど、この４分野で、それぞれどのぐらいの割合を取っていくのが、今

の実感でいうと一番やりやすいのでしょうか。特にこちらでお伺いしたいのは、いわゆる

推進担当課長で任期付で取る場合、任用の仕方によっては、課長職にかなり若い人を抜擢
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することが可能となります。任期はついていますけど、かなり魅力的な給与水準でオファ

ーできる可能性があると思います。 

 一方、常勤職のほうは、技術職の一職種というイメージなのか、それともビジネスチャ

ンスや報酬チャンスも開ける人気職種なのか。そこのイメージをお聞かせいただきたいと

いうのが、１つ目の大きい点です。 

 もう一つは、東京都さんにお伺いしたいのは、区市町村との関係になります。今の自治

体関連のデジタル業務、特に基幹業務に附属するものは、広域自治体のものよりも、基礎

自治体ものが多くなっています。東京都の場合は、非常に面白い立場にあって、２３区に

ついては、財源的にも、都が大都市行政として一括してやっていけるポジションにありま

す。それを考えたときに、２５ページのところとか、２４ページのところに関係してくる

のかもしれませんが、現在で都としての立場で、市町村向けと２３区向けで、シェアリン

グの仕方や、サービスの提供の仕方に差があるのでしょうか。 

 また、区や市町村と調整が必要となったときに、これをデジタルの担当部局で調整する

のか、それとも区政課とか市町村課といった既存の存局が調整していくのか。そこにデジ

タル部局がどう絡むのか。各局は各省庁とのつながりが出てくるので、そこと東京都の中

の横のつながりをどう確保しているのかということも、最後に加えまして、御説明いただ

けたら幸いです。 

【星埜課長】  分かりました。まず、１３ページのところで人材の採用の４つの区分と

いうところがございますが、任期付職員については、まさに先生がおっしゃるとおり、任

期の定めのある職員でございまして、課長職として私たちは登用しているということで、

一定程度の経験を積んだ方という形での制限はございますけれども、デジタル人材と一口

に言っても、給与水準が高い高いと言われてはおりつつも、様々な方もいらっしゃるので、

一定程度の魅力というようなものは、お示しはできているのかなとは思います。 

 ただ、中に入ってこられる方の状況を拝見すると、上がった方、下がった方、様々な方

たちがいらっしゃるのかなというふうな状況ではございまして、そこは、なかなか一概に

言いづらいかなと思ってはいるのですが、ただ、今現在、行政においてＤＸが大きな課題

であるということに、皆さん、使命感を持って入ってきていただいている、魅力を感じて

いただけているのかなというのが、すみません、ちょっとお答えになっているのかどうか

分からないですけど、肌感覚としてはございます。 

 一方で、ＩＣＴ職につきましては、今現在は、もちろん人事制度上は技術職の１つとい
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う形なので、その中にとどまるといえば、とどまることにはなりますけれども、いわゆる

デジタル関連の業界の中で働いておられる方々は、転職も含めて、いろいろと柔軟な働き

方を進めておられる方々がいらっしゃるのを、私たちも認識しております。ＩＣＴ職で入

ってきている職員が、新規採用もおれば、中途採用もおる。中途採用の方々を見ていると、

いわゆるＩＴ企業からの転職であるとか、コンサルからの転職であるとか、そういった方々

もいらっしゃいます。 

 できるならば、もちろん採用した以上は、庁内できちんと育成し、定着していっていた

だきたいとは思っておりますけれども、行政で身につけたスキルを基に、さらにステップ

アップしていく方が一定程度出るのは、あくまで私個人の考えではありますが、致し方な

い面もあると思っております。 

 ただ一方で、今後の日本全体の働き方かもしれませんけれども、そういった役所と民間

とを行ったり来たりするというような動き方というのも、今後はあり得るのではないかな

と思いますので、そういったことも一定程度許容しながら、ＩＣＴ職というものの魅力を

高めていったり、育てていくということを目指していく必要があるだろうと思います。組

織の中だけに押しとどめていくといった考え方ではないのではないかと思ってございます。 

 次の御質問で、区市町村向けというところでございましたけれども、今現在ここについ

ては、差を設けるとか設けないといったところまでは、恐らくないのではないかと思いま

す。私は人材関連の部署であるので、少しきちんとしたお答えはできないところがあった

ら申し訳ないのですけれども、今現在、こういった区市町村の支援に当たっている部署の

者は、ヒアリングという形で、各区市町村に出向いて、どういった課題があるのかという

ことをお伺いし、どういった支援内容が必要かということを明らかにしていこうというふ

うにして、今年度は取り組んでまいりました。 

 区市町村の中には、自前でデジタル人材を採用しておられるような自治体もあれば、な

かなか採用したくても人が来ないという課題を感じられるところもあるというように、そ

こは、もちろん課題は様々ではございますけれども、一定程度の傾向といったものはある

のかもしれないと考え始めているところでございます。 

 ただ、都が実施する支援内容を切り分けるといったものでは恐らくなく、各自治体様の

抱えておられる課題を、よくヒアリングをし、やり取りをしながら、それに応じた支援を

実施していくのが重要なのではないかと思ってございます。 

 また、各局においても同様でございまして、先生も御指摘のとおり、例えば、福祉系の
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部局であれば厚生労働省、あるいは、建設関連であれば国土交通省というように、カウン

ターパートとなる省庁があり、事業を進めていくときには、各所管の部局が先頭に立って

進めていくわけですが、それに対してデジタルサービス局としては、横串として入ってい

って、デジタルの底上げをするためには、どういった取組みが必要なのかということを、

ここは先ほど来、プロジェクトごとにアサインという言葉を使っておりますけれども、プ

ロジェクトごとに依頼を受けながら支援に入っていく。あるいは、ちょっと付言ですが、

依頼を受けてからだと、なかなか遅いときもありますので、私たちのほうから先に声をか

けて、こうしたほうがいいのではないかという提案をしながら、今後は進めていければと

思っているところでございます。 

【辻座長】  ありがとうございます。予定の時間を過ぎているのですが。森本委員、お

願いします。 

【森本委員】  すみません。簡単に２点だけなのですが、ＩＣＴ職を創設されたときに

は、内部からと外部からの登用で確保したということなのですが、引き続き、ＩＣＴ職以

外からの任用替えを図っていかれる予定かどうかということが、１つです。 

 また、ＩＣＴ職に加えて、任期付などで任用されている高度専門人材について、ゼロに

することはないんだろうと思っているんですが、将来的には、高度専門人材が担っている

業務も含めて、ＩＣＴ職の中で培っていくような形をイメージされているのか、そこはあ

る程度、区分されているのかという、その辺りを教えていただければと思います。 

【星埜課長】  ありがとうございます。ＩＣＴ職については、まだ創設して２年目、４

月から３年目という形になりますが、やはりまだまだ人数としては拡大していく必要があ

るという考えでございます。私たちとしては、採用を進めつつ、また、庁内からも転職と

いう形で入ってくる職員も、一定程度、確保しながらという形で進めていくのではないか

と思ってございます。 

 ２点目の高度専門人材につきましては、おっしゃるとおりＩＣＴ職が一定程度、職層も

含めて育っていったあかつきには、今、なかなかそこまで至っていない部分を、高度専門

人材にフォローしていただいているようなところも実際問題はありますけれども、その部

分の役割が、少しずつスライドしていく部分もあるのではないかと思います。ただ、先ほ

ども御説明しましたが、デジタルテクノロジーがに常に大きく変化してまいりますので、

その時々の最新の技術にキャッチアップしていくという意味では、高度専門人材がゼロと

いうふうな形には、なかなかならないだろうと考えております。 



 -15- 

【森本委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  質問は尽きないところではありますが、予定の時間を過ぎておりますので、

ここまでとさせていただきます。星埜さん、貴重な話をありがとうございました。 

【星埜課長】  ありがとうございました。 

【辻座長】  それでは続きまして、北海道総合政策部次世代社会戦略局長の所様から、

北海道におけるデジタル人材の確保・育成に関する取組について御説明いただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

【所局長】  北海道庁のＤＸを担当しております、担当局長の所でございます。よろし

くお願いいたします。 

【辻座長】  よろしくお願いします。 

【所局長】  今日は、北海道の人材の取組の紹介をする機会をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

 それでは、説明に入りたいと思います。資料のほう、お願いいたします。 

 私のほうからは、道職員のデジタル人材育成に関する計画の説明でございますが、それ

と併せまして、北海道内に１７９の市町村がございます。全国の１割ぐらいの市町村があ

りまして、また、人口規模が数千人という、非常に小さな市町村が多いということで、デ

ジタル人材の育成・確保は、大変難しいところがございますので、そういった市町村に関

する支援、これについても、後ほど、お話をしたいと思ってございます。 

 これまでのデジタル人材確保の経過でございますが、まず、令和３年から、デジタル化

推進幹ということで、課長補佐級の民間人材を採用してございます。主に市町村のデジタ

ル化支援ということで、今月までの２年間で採用してございます。 

 そして引き続き、新年度から、来月からなのですが、３年間、新たに採用を予定してご

ざいまして、今までの業務に加えて、道職員の人材育成、これに関する業務も加えて対応

するとしているところでございます。 

 令和３年７月でございますが、特別職非常勤の北海道顧問として、慶應大学の村井先生

に就任していただきまして、北海道のデジタル政策全般について、幅広い御意見を伺って

いるところでございます。 

 また、同じく１２月には、ＮＴＴ東日本から、人材の派遣の受入れなども進めていると

ころでございます。 

 下のほうにございますけれども、人材育成等の関連プランでございます。まずこの前段
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といたしまして、私ども北海道で、北海道Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０推進計画というのを持って

ございまして、その中で大きな柱の１つに、人材育成、これを出しております。 

 そこを踏まえまして、昨年３月でございますが、もともとありましたＳｍａｒｔ道庁の

実現に向けたデジタル化取組方針、これの改定に合わせまして、道職員のデジタル人材の

育成、これを柱の１つとして改定をしたところでございます。そこの具体的な方向性を出

す計画として、１１月に、今日説明する、北海道職員の人材育成に関する計画、これを策

定したところでございます。 

 計画の趣旨・目的でございますが、デジタル技術というのを、道庁の様々な業務・サー

ビスに活用していって、新たな価値を生み出すという人材を育成するということで、計画

を策定しております。 

 計画の示しているものでございますが、大きく３つでございます。求めるデジタル人材

像、これをしっかりと定義をするということ。それと、後ほど説明いたしますが、レベル

ごとに設定してございます、役割、マインド・セット、スキル・セット。あとは、そこに

向けた具体の育成・確保の取組み、こういったことでございます。 

 対象と計画期間でございますが、全ての道庁職員ということでございまして、教員を除

いた、いわゆる行政職員を全て対象にしてございます。 

 取組期間につきましては、令和７年度までということで、先ほど説明した、Ｓｍａｒｔ

道庁の取組方針、これの取組期間に合わせて４年間とさせてもらっております。 

 こちらのペーパーが、いわゆるレベル区分と目指すべき人材像でございまして、目指す

べき人材像といたしましては、そこにありますように、デジタルに親しんで活用して、デ

ジタルで発信するということで、イノベーションの起爆剤となる職員、こういったものを

目指すということで、デジタルを積極的に活用しようとしているマインド。それと、活用

するための基本的なスキル、こういったものをベースに育成を進めていくと考えてござい

まして、右側にイメージ図、ピラミッドの図がございますが、一番下、全職員を対象とし

た土台がありまして、そこから、レベル１からレベル４という形で設定をしてございます。 

 こちらのほうは、先ほど説明した、レベル１からレベル４までの役割のイメージでござ

います。 

 まず、レベル１でございます。デジタル推進リーダー人材といたしまして、道庁の各所

属、本庁、出先を含めて各所属、全ての所属で１名の配置を想定しておりまして、デジタ

ルの活用、導入に向けた意識醸成などの取組みを進めていくものでございます。 
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 次はレベル２といたしまして、これは、デジタル活用人材としてございます。自らデジ

タル技術の情報収集を行って、企業とコミュニケーションを図りながら、業務を進めると

しているところでございます。 

 次がレベル３ということで、デジタルデザイン人材としておりますが、主には、Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５.０関連事業。例えば、農政部局でいきますと、スマートの農業です。そういっ

たことをやっている所属で、実際に業務に当たっている人材として、デジタル関連のプロ

ジェクトの企画・立案、これを担うところでございます。 

 そして、レベル４が、エキスパート人材ということでございまして、まさしく全庁の指

令塔役ということで、庁内のＩＣＴだとか、デジタル技術の導入・活用を支援していく役

割ということで、私どもの局が担うべき役割を担当する人材となってございます。 

 これらの各レベルの育成・確保については、右のほうに方向性がございますが、今回、

令和７年度までの計画の中の重点育成層ということで、まず、レベル１、レベル２、これ

をしっかりと育成していくと考えてございまして、全庁で研修・学習機会の提供等、これ

を行っていきたいと思ってございます。また、レベル３、レベル４につきましては、うち

の局が中心となって育成を図っていきますが、適宜、外部人材による補完、これについて

も進めていきたいと思っております。また、一番下にありますように、デジタルマネジメ

ント人材ということで、専門性の高いデジタル人材を管理・監督する役割を持つ、マネジ

メント人材についても、必要に応じて育成をしていきたいと考えてございます。 

 具体的な取組内容として、４つほど挙げてございます。職員研修、学習機会の提供など

でございます。それについて、以下、説明をしていきたいと思っております。 

 まず、職員研修でございます。人材レベルごとに必要なスキルを効果的に習得できるよ

うに、研修プログラムをスキルマップとして整理をし、計画的に実施をしていきたいと思

ってございます。ポイントのところにありますように、まず、レベル１向けの動画コンテ

ンツの研修を作成しておりまして、来年度、来月から研修開始を目指しているところでご

ざいます。また、動画に全職員がアクセスしやすいようなフォルダ、格納場所ということ

で、職員が受講しやすい環境、これについても工夫をしているところでございます。 

 先ほど説明した研修の取組以外ということで、民間連携を活用した取組でございます。

北海道庁は、非常に財政が厳しい、全国でも一番厳しいということで、こういった民間と

の連携事業、これを積極的に活用してございまして、デジタル人材についても、活用して

いるところでございます。令和４年から、ＶＭｗａｒｅをはじめ、様々な民間企業と連携
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してございますが、今月、３月からＩＴ企業と連携したリレー形式のオンラインセミナー、

これを実施して、まず今週２８日から実施をしてございます。初回については、グーグル・

クラウド・ジャパンにお願いしてございまして、来月には日本オラクルを講師にお招きし

て開催予定でございますが、順次、これについては開催をしていきたいと思ってございま

す。 

 次が、習機会の提供でございます。これについては、国やＩＴ関連団体、民間企業等の

外部コンテンツの活用を進めていくということで、それ以外にも、情報の集約・発信とい

うことで、デジタル関連の国家試験・資格の情報提供、取得促進の取組みを行うこととし

ているところでございます。 

 庁内デジタル人材を中心とした育成の取組みとして、各職場で、先ほどお話ししたデジ

タル推進リーダー、レベル１でございますが、その選定に取り組むというところでござい

ます。ポイントにありますように、デジタル推進リーダーは、主にＤＸ、デジタルの発信

役・連絡役などを担ってございまして、各職場でのデジタル活用への意識醸成、これを図

っていきたいと思っております。 

 デジタル人材の確保についてでございます。外部人材の活用といたしまして、高度な知

識を持つ人材の期間限定での任用や、民間企業からの派遣受入れなど、育成だけではなく

て、人材の確保も本計画の柱の１つとして、力を入れていくことにしてございます。 

 先ほどまでが、道庁職員の人材育成の計画でございまして、ここからが、市町村支援の

内容でございます。まず、地域デジタル化促進事業について御説明をいたしたいと思いま

す。先ほど話しましたように、市町村は非常にノウハウ不足、人材不足ということで、取

組みが進められないという市町村が多いということから、道が委託をして、アドバイザー

を確保するということで、そのアドバイザーから助言等を行ってもらうという事業でござ

います。今年度に関しましては、７名確保してございまして、支援対象といたしましては、

１７９市町村、全てというわけではございませんが、手を挙げていただいた５９市町村を

支援対象にしてございます。 

 支援内容といたしましては、そこに４つほど示してございますが、特に３番目のガバメ

ントクラウドへの移行、標準化の対応、こういったものですとか、ＤＸを幅広く導入する

ときの支援、こういったものをやっているところでございます。 

 次が、デジタル相談員の設置ということで、これもまさしく民間活用ということでござ

います。ＮＴＴ東日本との包括連携協定の枠組みを利用いたしまして、昨年１２月からな



 -19- 

のですが、様々な相談業務を、デジタル相談員を設置して受けております。ＮＴＴの社員

に、週に１回道庁に来ていただいて、相談対応を行っているものでございまして、対象と

いたしましては、当初は道職員から始まっておりましたが、現在、好評だということで、

市町村職員にも、その対象を広げているところでございます。毎週月曜日、９時から１７

時まで対応してもらっております。内容といたしましては、対面、オンラインも含めて、

個別の相談。それとその時間内で、例えば防災ですとか、特定の分野で１時間程度のセミ

ナー、こういったことも実施をしてもらってございます。また、北海道は非常に広いとい

うことで、１４振興局、出先がございますが、そのうちの１か所で出張相談会を、今月は

行っております。大変好評だったので、別地域での実施も、現在検討しているところでご

ざいます。 

 最後ということでございますが、今、北海道庁では、１人１スマホということで、今年

度、全員への配付が終わってございます。こちらの環境が整備されましたので、研修を動

画で受けるといったときに、自分の席でやっていると、なかなか落ち着いて受講できない

ということもございますので、自宅等で受講できるような環境が、やっと整ってきたとい

うところでございます。 

 それと先ほど来、話している市町村向け。これは、非常に力を入れてございまして、遠

くからのいろいろな課題解決の支援、デジタル化推進幹ですとかアドバイザー、こういっ

たものを活用しながら行っているというところでございます。 

 私のほうからの説明は、以上です。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明を受けまして、意見交換を行いたいと思います。御意見の

ある方は、挙手ボタンでお知らせください。いかがでしょうか。それでは、田中委員、お

願いします。 

【田中委員】  ありがとうございます。北海道におけるデジタル人材の育成・確保につ

いて御説明いただき、ありがとうございました。私から、２点お伺いしたいと思います。 

 まず、５ページで、デジタル人材の目指す人材像で、マインドとスキルの両方をベース

に育成を検討しておられるという御説明をいただきました。これは非常に重要なことだと

思います。スキルだけ身につけても、マインドがついていないと意味がないと私も考えて

おりまして、そういった意味で、この２点をベースに人材育成を考えておられるというこ

とについて、非常に興味深く思いました。 
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 そこで教えていただきたいのですが、スキルというものは割と見えやすいというか、身

についているかどうかや、身につけるためのプロセスを考えやすいため、人材育成の計画

も立てやすいかと思いますが、マインドを身につけるというのは非常に難しくて、マイン

ドを身につけろと言えば身につくものではないので、何か工夫が要ると思われます。そう

いった点については、この計画の中で、どのように位置づけておられるのかを教えてくだ

さい。 

 もう一点は、１３ページで、市町村支援に関して、地域デジタル化アドバイザーを７名

確保して、市町村の支援を行っていると御説明いただきました。このアドバイザーの方は、

どういった方に委託されているのかを、教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

【所局長】  ありがとうございます。まず、デジタル人材に関しまして、マインド・ス

キルの関係でございます。実は、私たちも今回の計画をつくるときに、そこを非常に悩ん

でおりまして。ただやはりそういったマインドがなければ、研修とかをやっていったとし

ても、活用できないんじゃないのかという思いがございまして、マインドをセットさせて

いただきます。これにつきましては様々な機会を通じて、研修の機会もそうですし、いろ

んな場面を通じて、何回も繰り返して周知を図っているということに尽きるのかなと思っ

ておりまして、これから、いろいろと実は検討しようとしているところでございます。 

 それと、地域支援のアドバイザーの関係でございますが、これについては、まず委託と

いう形で、ＩＴ業者さんのほうに委託をかけてございます。そのＩＴ業者さんの社員もそ

うでございますが、そういうところから、例えば、自治体での勤務を経験されたような方

が、コンサルティング業務をやっている方もいらっしゃいますので、そういった方々を中

心にピックアップしてもらったりしております。そういった方々が、メンバーの半分くら

いになってございます。あとは、ＩＴ企業の方々になっております。 

【田中委員】  ありがとうございました。いろいろ難しい点も多いと思いますが、この

取組がうまくいくと、モデルケースになると思いますので、また情報提供いただければと

思います。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。それでは、権丈委員、お願いします。 

【権丈委員】  貴重なお話をありがとうございました。お話を伺っていて、これからデ

ジタル化にしっかりと取り組み、地域も変えていこうというところを感じました。 

 そこでお伺いしたいのは、デジタル人材の育成・確保と広がりというところで、対象を
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どこに置かれているのか、あるいは北海道全体の働き方、在り方ということを考えられて

いるのかというところを、ぜひ、お伺いできればと思います。デジタル化の中で、業務も

変わっていき、さらにすばらしい仕事をされたいということだと思うんですけれども、そ

の目標に対して今の達成度の感じはいかがでしょうか。まだ、計画の途中だとは思うんで

すけれども、取り組み始めて、こんなふうに変わってきたということがあれば、教えてい

ただきたいと思います。 

 そして最後のほうに、テレワークの取組みのお話もあったんですけれども、テレワーク

も活用しながら、時間と場所の柔軟性のある働き方について、どの程度、進まれているの

か。また、進めようとされているのかといったところを、お伺いできればと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

【所局長】  まず、北海道全体について、今回は、実は道職員の人材育成の計画という

ことで、職員向けの計画をつくってはいるんですけれども、それとは別に、北海道Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５.０推進計画の中で、やはりオール北海道での人材育成が非常に大切だという

ことで、官民問わず、人材育成を図っていきたいと思ってございます。そういった中で、

今、実は北海道経産局さんと一緒になりまして、北海道の人材育成協議会というものが、

全国で初めて立ち上がったところでございまして、そういった枠組みも使いながら、産学

官が連携をして、デジタル人材の活用に向けた育成を、ちょっと図っていきたいなと思っ

ているところでございます。 

 今、実は昨年の１１月に道職員の計画をつくりましたけれども、具体的に動き出すのは、

新年度に入ってからということでございまして、まさしくこれから、我々も頑張っていき

たいと思っていますので、成果は、もうちょっと様子を見ていただけたらなと思ってござ

います。 

 あと、テレワークに関しましては、実は、北海道は非常に実施率が悪くて。それは、非

常にネックになっていたのが、やはりテレワーク環境だったんですね。それで、うちの知

事の大号令もございまして、１人１台スマホを配付するということで、今年度にやっと配

付が終わりましたので、これからそういった環境が進んでいくのかなと思ってございます。 

【権丈委員】  ありがとうございます。大変期待しております。よろしくお願いいたし

ます。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。矢島委員、お願いします。 

【矢島委員】  貴重なお話をありがとうございました。デジタル人材と一言で言っても、
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やはりスキルレベルとか、あとは担うべき役割ということでかなり様々であって、そうし

たところをきちんと整理されて、育成計画を立てられている、あるいは育成の責任を明確

にされているというところが、非常に重要なポイントかなと理解いたしました。ありがと

うございます。その上で、２点御質問させていただきたいんですけれども、市町村支援の

ところで、令和４年度末で、行政手続のオンライン化が完了となっておりますけれども、

こちらというのは、そうすると現時点では、ほぼ全部終えられているという理解でよろし

いのかということが１点目です。あるいは残された課題などがもしあれば教えていただけ

ればと思います。 

 ２点目なんですけれども、先ほどのテレワークのオンライン環境で、スマートフォンを

配付されたということなんですけど、スマートフォンを配付した意味というのは、つまり

社内外で内線が取れるということと、Ｗｉ-Ｆｉ代わりに、テザリングとして使えるという

意味で配付されたということで理解してよろしいのでしょうか。それ以外に皆さん、持ち

出し用のノートパソコンなどを、別途持っていらっしゃるという理解でよろしいのかとい

うところを、お伺いできればと思います。 

 以上です。 

【所局長】  ありがとうございます。まず、市町村支援のところでございまして、行政

手続のオンライン化というのが、国のほうで令和４年度末まで、今月末なんですけれども、

特定の業務についてオンライン化を進めようという大方針がございます。そこに向けて、

今は各市町村で進めておりまして、国のほうでも、マイナカードを利用したといいますか、

マイナポータルを利用したサービスの展開もございまして、そこを活用すると、比較的簡

単にオンライン申請ができるようなシステムも構築されておりますので、そういったもの

を活用しながら、今は全市町村で定められた業務のオンライン化が進むように、今、手続

をしているところでございます。 

 それと、スマートフォンでございます。おっしゃるとおり、まず、内線としても使える

形になってございますし、テザリングを使って、パソコンを使えるようにはしてございま

す。それとは別に、スマートフォンそのものでメールですとか、あとはチャットができる

ようにしておりまして、例えば、現場の職員、例えば林業ですとか、農業ですとか、そう

いった現場の職員が、パソコンを持っていかなくても、スマートフォン１台持っていけば

業務ができるような体制ということで、今、配付を終えたところでございます。 

【矢島委員】  一応それぞれ、皆さん、持ち出せるノートパソコンなども、持っていら
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っしゃるということですか。 

【所局長】  はい。ノートパソコンで持っています。 

【矢島委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  それでは、松尾市長、お願いします。 

【松尾委員】  大変貴重な御講演をいただきありがとうございました。デジタル人材の

目指す人材像が、レベル区分に分かれているのは、とても分かりやすくて参考になりまし

た。 

 １点質問ですが、１４ページのデジタル相談員の設置ですが、ＮＴＴ東日本さんとの協

定に基づき設置されたとのことで、大変好評だというお話だったのですが、個別相談とい

うのは、具体的にどのような点で好評だったのかというところを、教えていただけたらあ

りがたいです。 

【所局長】  やはり職員の皆様方は、いろいろとどういうふうにしたらＤＸできるのか

だとか、デジタルを活用できるのかという、基本的なところから、いろいろな疑問は持っ

ているみたいなんですけれども、なかなか相談できるようなところがなくて、どういう相

談をしたらいいのだろうというところで悩んでいたと。それが、今回はデジタル相談員と

いうことで、我々がそういったものを設置することによって、気軽に相談できるようにな

ったんだというところと、あとはアクセスがしやすくなったということだと思いますけれ

ども、そういったところで、非常に好評だったと感じています。 

【松尾委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  それでは、佐々木委員、お願いします。 

【佐々木委員】  私から、今の市町村支援のことで、１点お願いいたします。 

 地域デジタル化アドバイザーとか、相談員ということで、個別にいろいろな相談を受け

たりとか、大変役に立っているのだろうと思うんですけれども、現実には、デジタル化を

いろいろな形で市町村が実施していくためには、相談とか支援を受け止めた市町村の職員

自身が、ある程度、実際に動かしていく人材となっていかなければならない。この点が、

一番難しいことだと思うんですけれども、このことについて、今、北海道の市町村につい

ては、そういう市町村自身の職員の人材の育成について、何かある程度、取組みが進んで

いるようなふうに受け止められているか、あるいは道のほうで、それについて、市町村職

員自身の人材育成について、道として、何か支援できるようなことはないのだろうかと。

そういったことについて、何かお考え、状況認識があれば、お聞かせいただきたいと思い
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ます。 

【所局長】  市町村の職員の研修みたいな形だと思いますけれども、実は私どもは、そ

こは非常に懸念をしてございまして、それを実は今年度ですけれども、モデル的に市町村

の課題解決型の研修ということをやっております。例えば、観光ですとか、あるいは農業

だとか、漁業だとかというテーマに沿って、具体的にどういった課題があって、そこの課

題の解決には、どういうふうにデジタルを活用したらいいんだろうかということを、ワー

クショップ的な形で研修を１回やっております。 

 その成果を踏まえまして、新年度については、そこを本格的な展開をしていきたいと思

ってございまして、それを今、実は内部で検討しているところでございます。こういった

ことを通じて、市町村職員に対する研修といいますか、スキルアップについても、支援を

していきたいと思っております。 

【佐々木委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  太田委員、お願いします。 

【太田委員】  御説明、大変ありがとうございました。私のほうから、２点お伺いした

いと思います。 

 まず１点目は、最初のほうに、デジタル化推進幹を任期付で採用されたということで、

最初は２年で、次は３年任期だと資料で示しておられます。こういった非常にＩＴ関係で、

中心になって働いていただける人材というのを任期で採用するという場合に、例えば、任

期付であるから、比較的来ていただけるようなケースと、やはり２年とか３年と区切られ

ていることで、少し難しいことが発生するというような、そういった任期付に伴う何か論

点というのは、ございますでしょうかというのが、まず１つです。 

 もう一点は、道内の人材育成の中で、デジタルを身につけた人材というのを、どんどん

増やしていかなければいけないということではあろうと思うのですが、その際に、どのよ

うなインセンティブといいますか、学んだことが評価されていくという、そういう何か、

やる気を引き出すようなメカニズムを考えていらっしゃるのか、その辺りをお聞かせいた

だければと思います。よろしくお願いします。 

【所局長】  まず、任期付職員でございますが、やはり民間の力を活用するためには、

そういった人材を採用していくということで、なかなか道職員として最初から採用すると

なりますと、即戦力という意味では、なかなか難しいところがございますので、そういっ

た意味では、やはり任期付職員として採用活動したほうが、比較的、そういった我々が求
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める人材、これが集まりやすいのかなと思ってございます。やはり、２年とか３年とかっ

ていう期限がございますが、民間の方々に聞きますと、そういった形で任期付のほうが、

かえって応募しやすいというような話も聞いておりますので、そこは問題ないのかなと思

ってございます。 

 あと、道内の人材も含めてなんですけれども、道職員の中でも、そういったデジタルス

キルを身につけた方々の処遇といいますか、そこというのは、非常に悩み事でございまし

て、実は今も人事当局さんと、少し御相談をしているところでございます。道内全体、産

業界も含めてでいきますと、やはり産業界からは、そういった御意見もいろいろと出てき

ております。そういったことを評価できるような仕組みはないのだろうかというところに

ついては、引き続き、産学官でいろいろと検討しているところでございます。 

【太田委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  ちょっと時間が押してきていますが、私も２点だけ、論点の中で確認させ

ていただきたいところがあります。 

 １点は、これは道庁が非常に意欲的に行われて、５９市町村に対して、地域デジタル化

アドバイザーを設置されているということでした。具体的なアドバイザーの元職その他に

ついても、質疑応答の中で御回答いただきました。 

 こうした中で、実際の基幹系の情報システムとかを考えますと、圏域の中心市が、どう

いうシステムを使ってどうやっているかも、結構大きな役割があるのに対して、恐らく対

象となっている市町村は、どちらかというと小さいところが多いように思いました。その

ときに、道庁の仕事としては、あくまでも各個別市町村、要請のある市町村を通じての相

談になるのか、圏域全体も含めて、中心市との調整も含めて、将来、調整していくような

話になるのでしょうか。 

 もう一つは、各アドバイザーの方が、それぞれ得意なベンダーがあるとすると、調整の

中で、システムの導入をめぐって特定のベンダーを意識したきわどい話になってしまうこ

ともあるのでしょうか。それとも、そこまでは突っ込まずに、今のところは支障なく進ん

でいるのでしょうか。 

 以上です。 

【所局長】  地域アドバイザーの関係でございますが、冒頭にもお話ししましたように、

北海道は１７９と非常に広い、多くの市町村を抱えてございます。なかなか１７９市町村

を一括でやるというのは、非常に難しいということでございますので、うち１４振興局と
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いう形で、ある程度、地域のブロックがありますので、そういう１４振興局単位で、ある

程度まとまれるように。市町村は、例えばそのうち１４振興局単位の中で相談できるよう

な体制も含めて、ある程度、地域単位で少し相談体制をつくっていきたいなとは思ってお

ります。そういった形で、アドバイザーの方にも、活動はお願いをしているところでござ

います。 

 また、ベンダーさんとの話でございますけれども、なかなかベンダーさんも、確かにい

ろいろなベンダーさんもいらっしゃいますので、ＩＴ企業さんに、今回は委託しているん

ですけれども、なかなかそういった意味で、特定のところに相談するのはどうなのだろう

なというような御意見のベンダーさんも、あるやには聞いておりますが、全体としては、

うまく調和が取れて、うまくいっているのかなとは思っております。すみません。こんな

ところしか言えなくて、申し訳ございませんが。 

【辻座長】  ありがとうございます。それでは、もうかなり時間が超過していますね。

ここまでとさせていただきたいと思います。貴重なお話ありがとうございました。 

 それでは、すみません。ちょっと遅くなっておりまして、この後、ちょっと時間の調整

も考えたいと思いますが、続きまして、北九州市、デジタル市役所推進課長の久芳様から、

北九州市におけるデジタル人材の確保・育成に関しまして、御説明いただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

【久芳課長】  北九州市デジタル市役所推進室の久芳と申します。よろしくお願いいた

します。本日は、このような機会をいただきましてありがとうございます。着座にて、御

説明させていただきます。 

 １ページ目ですけれども、本日の御説明内容と書いておりますが、資料に沿いまして、

北九州市におけるデジタル人材の確保・育成に向けた取組みの背景、考え方、具体的な取

組内容、課題認識などにつきまして御説明いたします。 

 まず、取組みの背景でございますが、北九州市におけるＤＸの取組みは、令和元年度か

ら本格的にスタートしております。これはいわゆる２０４０年問題を見据えまして、職員

確保が今後は困難になると想定される中、ＤＸによって、継続して適切に行政サービスを

提供できる仕組みづくりを、今から始めておく必要があると考えたためでございます。こ

うした観点から各部署には、施策の検討、企画の最上流からデジタル・ファーストでＤＸ

を推進するよう求めているところでございます。 

 今後、目指す姿として、市役所が率先してＤＸに取り組み、業務効率化により生み出さ
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れたマンパワーを必要な業務にシフトしていくことで、市民サービスの向上を図り、地域

全体のＤＸに波及させていきたいと考えておるところでございます。 

 ＤＸの推進背景といたしまして、市長を本部長とする、デジタル市役所推進本部を設置

しております。また、実務的な機能を担う指令塔組織として、総勢４５名からなるデジタ

ル市役所推進室を設置しております。 

 令和３年１２月に、ＤＸ推進計画を策定しておりまして、「デジタルで快適・便利な幸せ

なまちへ」の実現を目指して、職員の意識改革、仕事改革、働き方改革に三位一体で取り

組み、ＤＸを推進することとしております。 

 計画には、重点的に取り組むものを１２項目設定しておりますが、特に職員の改革に向

けた具体的な取組みとして、デジタル人材の確保・育成を掲げているところでございます。 

 これは参考ですけれども、現在、計画に基づき、様々な取組みを総合的に進めておりま

して、徐々にではございますが、成果が出始めているところでございます。 

 ここから本題に入りますけれども、ＤＸ人材の確保・育成の考え方でございます。ＤＸ

推進に当たり、単に従来の業務をそのままデジタル化するのではなく、業務の在り方を変

革した上で、デジタルを効果的に活用していくことが重要だと考えております。そのため、

デジタル技術、データを日常的に使い、業務改善を推進する人材の育成、デジタル技術や

データに精通した人材の確保に努めることとしております。 

 ９ページをお願いいたします。この資料は、北九州市における人材の確保・育成の考え

方と、現在の取組内容を総括的にまとめたものでございます。基本的な考え方として、高

度な専門分野につきましては、民間の人材を活用することとし、実務へのデジタル技術の

実装等につきましては、職員の育成を図ることとしております。取組内容の詳細につきま

しては、次ページ以降の資料を基に御説明いたします。 

 ＤＸ人材の確保についてですが、取組みは大きく２つございます。まず、職員採用試験

にデジタル区分を、令和４年度採用分から新設いたしております。民間企業等での実務経

験５年以上の方を対象として採用しております。また、地域活性化起業人制度、これを活

用させていただきまして、民間企業から専門人材を受入れ、各現場でのＤＸに、伴走型で

支援してもらっております。 

 次に人材育成についてでございますが、取組みは大きく３つございます。１つが、民間

企業と連携したスキル別の研修。２つ目が、職員研修所と連携した階層別の研修。３つ目

が、オンライン研修による全職員の知識の底上げでございます。 
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 まず、民間企業と連携した研修でありますけれども、サイボウズ社と連携協定を締結し

まして、現在、ｋｉｎｔｏｎｅの活用を進めております。ｋｉｎｔｏｎｅは、プログラミ

ングなどの専門知識を必要とせず、ドラッグ・アンド・ドロップで簡単にシステムを作成

できるものです。各職場で、業務内容を熟知している職員が自らシステムを内製化し、現

場にフィットした業務改善が実現できております。現在、内製化したシステム数は、累計

で１１７を数え、作業時間削減も４万９,８４０時間、人役として２５人役分、これを見込

むほか、開発費も抑制できるなど、成果が出始めております。各現場での評価も高く、様々

な部署から導入していきたいとの申し出をいただいているところでございます。 

 ｋｉｎｔｏｎｅの活用事例の御紹介をさせていただきます。コロナ対応の保健所で、こ

れまで紙で全て感染者の情報を管理していたものを、ｋｉｎｔｏｎｅを活用して、デジタ

ルで一括管理することにしました。この取組みは、デジタル市役所推進室のバックアップ

の下、保健所の職員が、自ら議論を重ね実施したものでございます。 

 これにより、感染拡大時には、保健所以外から応援職員を回していたのですが、ピーク

時１００人だったものが、１５人で済むようになっております。また、保健所の職員も、

コロナ禍ではありますけれども、年休取得数の増や、時間外勤務の削減となったほか、用

紙印刷代も削減できるだろうと、効果が出始めているところでございます。 

 また、老朽化した空き家の現地確認を担当している職員が、職場に戻った後に資料作成

を行っておったのですが、これを自らシステム化して、ｋｉｎｔｏｎｅを活用して、現場

で資料が作成できるようなシステムを構築しました。これによって、時間外勤務が削減で

きたほか、当初はこのシステムを組むために、予算化していたシステム開発経費、１,６０

０万円、これを全く使わずに済むことができました。 

 なお、各職場におきまして、ｋｉｎｔｏｎｅを円滑に利用することができるよう、デジ

タル市役所推進室内にヘルプデスクを設けておりますし、また、初心者向けの職員に向け

て、動画を作成して公開するなどしております。 

 ｋｉｎｔｏｎｅ以外にも、Ｇｒａｆｆｅｒ社の電子申請サービスを活用しています。こ

のシステムもｋｉｎｔｏｎｅと同様に、プログラミングなどの専門知識を必要とせずに、

簡単に手続のオンライン化ができるものです。全ての部署に利用アカウントを配付してお

りまして、行政手続の担当者が、それぞれ自由に手続をオンライン化できる環境を整備し

ております。現在、市全体で約１,３００種類の手続がございますが、約６割の手続が、オ

ンライン化を完了しております。 
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 そのほか、各部署がデジタル市役所推進室に気軽に相談し、相談等の対応状況の進捗管

理ができるように、デジタルコンシェルジュ、デジコンという名前をつけて、そういう仕

組みをつくって、きめ細かな支援も行っているところでございます。 

 デジタルツールの導入だけでなく、業務分析改善を行うＢＰＲ研修、これにも取り組ん

でおります。ワークショップ形式で具体的な事例を基に実施しておりまして、受講者から

は、業務改善・改革に向けて、基本を知ることができ、今度のＤＸ推進に役に立ったとい

うお声もいただいております。 

 なお、ＢＰＲにつきましては、令和３年度に、全ての職場を対象に業務量調査を実施い

たしまして、市役所業務の棚卸を行っております。その結果、市役所全体で約５万９,００

０業務、１,３２０万時間、人役にして約７,０００人分の業務の流れを整理しまして、見

える化を図ることができております。これを今後基礎資料として活用しまして、基礎資料

としてＤＸを推進していきたいと考えております。 

 職員研修所と連携した取組を御紹介したいと思います。新任の部長、課長、係長、採用

３年目の職員、新規採用職員を対象に、職位に応じた階層別の研修を実施しております。

資料は、新任部長研修の概要、受講者の感想をお示ししております。ＤＸ推進に当たりま

しては、管理職の明確なビジョンの下で、職員が心理的安全性を確保しながら、自主的に

トライ・アンド・エラーで取り組むことができる環境づくりが重要と考えておりまして、

受講した部長級職員からも、今後のＤＸ推進のヒントをもらったと、評価をいただいてお

ります。 

 採用３年次研修でもアンケート調査を実施しておりまして、アンケートの抜粋のところ

を見てもらいますと、所属する部署だけでは、市役所全体のＤＸ推進状況が分からなかっ

たけれども、取組みが進んでいることを知り、次の時代を担う自分たちが、ＤＸを率先し

て進めていかなければならないと感じたなど、前向きな反応が出始めているところです。

また、新規採用職員の中には、大学の卒論もスマホのフリック入力が主流になっていると

いうことで、パソコンのキーボード操作ができないという子もたくさんいまして、ワード、

エクセル操作などの基礎的な研修も実施しているところでございます。 

 民間の研修プログラムを活用した、全職員の知識の底上げでございます。グーグル社が

主幹事となり、インターネット上で、デジタルスキルトレーニングを無料提供している、

日本リスキリングコンソーシアムに、後援団体として参加させていただいております。ま

ずは、全職員約７,０００人を対象に、自治体向けの初めてのデジタル変革などの講座に、
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２月からオンラインで受講してもらっておりまして、開始後１か月で約５割の職員が、も

う既に取り組んでおります。 

 そのほか、日進月歩で進展するＡＩ技術の活用に向けまして、日本ディープラーニング

協会に入会しております。デジタル市役所推進室の職員が、最新の知見や情報の習得に努

めているところでございます。 

 なお、ＤＸにつきましては、中小企業の生産性向上や、市民の就業機会の確保など、地

域課題解決につなげていくことが重要と考えております。現在、市役所の産業振興部門な

ど、関係部局と一緒に、企業や大学等も巻き込んだ、産官学民連携による人材育成プラッ

トフォームを立ち上げております。まずは官民を問わず、市民誰もが、ＤＸについて学べ

るホームページの開設に取り組んでいるところでございますが、今後とも、人材育成プロ

グラムの充実を図っていく予定でございます。 

 最後になりますが、現在の取組状況等を踏まえまして、課題認識を３点、整理いたしま

した。 

 まず１つ目は、データ分析など、高度かつ専門的な知識・知見を有する人材の育成につ

きましては、なかなか市役所内で行うことが難しく、高度専門人材は、外部人材を活用す

るほうが良いと考えております。その場合、単独で確保するよりも、ほかの自治体とシェ

アなどできる仕組みが望ましいと考えております。 

 次に２つ目ですが、現在、デジタル市役所推進室が、各現場できめ細かな伴走型支援を

行っておりますが、だんだん支援を求める声が多くなっておりまして、我々のマンパワー

の制約により、なかなか難しくなっている状況がございます。各現場で自律的にＤＸに取

り組むことができるよう、今後、ＤＸ推進に有効なデジタル技術等の習得機会を増やして

いく、そういう必要があると考えております。 

 ３つ目ですが、職員の中には、デジタルに不慣れな職員もかなり多くございます。市役

所全体でＤＸ推進をするに当たりまして、職員の経験やスキルに応じたきめ細かな対応が

必要と考えております。職員全体の底上げに向けまして、分かりやすい研修教材等の活用

もしながら、簡単なことから、一歩一歩丁寧に進めていきたいと考えております。 

 説明は、以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 それでは、皆さんのほうから、御質問、御意見をお願いしたいと思います。挙手ボタン

でお願いします。いかがでしょうか。田中委員、お願いします。 
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【田中委員】  ありがとうございます。貴重なお話をいただき、ありがとうございまし

た。特にＤＸ人材の育成の様々な取組について御紹介いただき、大変勉強になりました。 

 ３枚目のスライドで、最終的には地域全体のＤＸを目指して取り組んでいくという御説

明をいただいて、非常に重要なことだと感じました。自治体のＤＸについても、内にこも

って、自分たちの都合だけでやっていたのでは、単なるデジタル化であって、ＤＸになら

ないというのは、様々なところで指摘されています。 

 そういった意味では、ＵＩ・ＵＸの改善やＢＰＲも含めて、外部の視点というものが重

要で、実際に外部の意見を聞くというのも大事なんですけれども、外部の視点で考えられ

る人材が市役所の中にいるということが重要だと思います。そういった人材を育成するた

め、例えば、民間事業者、これはシステムベンダーという意味の事業者ではなく、ユーザ

ー側の事業者や、市民との意見交換を通じて、外部の視点で考えることができる職員を育

成するというような取組みをされているのかを、教えてください。 

 以上です。 

【久芳課長】  ありがとうございます。資料の７ページを御覧いただきたいんですけれ

ども、これは、今年度の取組みを総括的にまとめたものです。右側を見ていただきたいと

思うのですが、地域全体へのＤＸ波及、ＤＸ推進と書いてある、オレンジのところです。

ここが、今、委員から御指摘いただきましたように、いろんな市民の方や、民間事業者の

方から御意見をいただくことが、我々のＤＸが中にこもったＤＸにならないようにするの

に重要だと思っていまして、一番上のところですが、地域課題共有に向けた市民対話イベ

ントと書いているところがございますが、ＰｏｌｉＰｏｌｉという東京のベンチャー企業

さんと連携しまして、オンライン上で意見交換したりとか、座談会を設けたりとか、いろ

んな自由に意見を交換する場を、実証で昨年の１１月に行いました。来年度も予算化して

おりまして、ぜひ、こういう取組みを通して、我々のＤＸの取組みが市役所だけじゃなく

て、いろんな方、多様なファクターの方から御意見をいただきながら、やっていきたいと

思っています。 

 それと、真ん中を御覧いただきたいのですが、これも１つの取組みなのですが、駐日デ

ンマーク王国大使館と包括の提携を結んでいます。デンマークのほうは、デジタルが進ん

でいる国ということで、たまたまうちの職員が研修会に出たときに、デンマーク大使館の

方と仲よくなりまして、進んでいる取組みを勉強させてもらおうということで、デジタル

だけじゃなくて、風力だとか、いろんな分野、環境分野とか、そこもデンマークは進んで
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おりますので、いろんな先進的な事例も御紹介いただきながら、取組みを進めています。 

 ちょっと実証実験で、デンマークは、今、我々はマイナンバーカード、デンマークのほ

うは、１９６０年代から、個人認証のカードが普及されているらしいのですが、それを使

った市民窓口というのが、もうかなり進んでいるというところで、我々の区役所の窓口サ

ービスのところで、いろいろちょっと御助言を、今、いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

【田中委員】  ありがとうございました。非常に興味深く拝聴いたしました。 

 １点、人材育成制度の関係でお伺いしますが、こういった市民との対話の結果ですとか、

あるいは諸外国の取組みを、職員にフィードバックというか、共有するという取組みは、

どういった形で行われているのか、教えていただけますでしょうか。 

【久芳課長】  そしたら、４ページをちょっと御覧いただきたいんですけれども、推進

体制の中で、デジタル市役所推進本部というのを設けているという話をしましたが、これ

は、市長をトップに、全ての局、区役所、関係の局長は全部入ってございます。その中で、

今、私が御紹介したような取組みもお伝えして、これを全局に広げてくださいということ

で、丁寧に御案内しているところでございます。 

 事細かな人材育成にどうやってつなげていくか。これは、まだまだ課題だと感じており

ます。まだまだ今、ちょっと御紹介しましたが、日本リスキリングコンソーシアムのオン

ライン研修、こういうもので底上げしているような段階ですので、これを一個一個積み上

げて、どんどん、どんどん進化させていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【田中委員】  ありがとうございました。大変参考になりました。 

【辻座長】  それでは、権丈委員、お願いします。 

【権丈委員】 大変貴重なお話をありがとうございます。実際に業務改善などの成果を出

されている取組みとして伺いました。ありがとうございます。 

 先ほどデンマークのお話などもしていただいたので、様々な背景もあったのかなと思う

んですけれども、今回は、デジタル市役所推進本部の設置が令和２年ということで、そこ

から本格的にデジタル化を進められていると伺ったのですが、恐らくその前の土壌といい

ますか、背景というか、かなり進んでいたものがあって、ここまで来たのかなと思うんで

すけれども、そういった背景というか、モチベーションは、どういうところにあったのか。

特に反対意見などはなかったのかなというところ、課題となったことなどを教えていただ
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ければと思います。 

 それから、今回の話の中心ではなかったんですけれども、テレワークに関して、どの程

度、進められているのか。業務についてデジタル化が進んでいくと、テレワークで、どこ

からでも働きやすくなると思うんですけれども、今現在、どの程度、進められているのか

というところを教えてください。よろしくお願いいたします。 

【久芳課長】  ありがとうございます。背景についてですけれども、私どもは、もとも

と情報システム部門、旧来型の部門、組織がありました。私は、令和元年度からこのＤＸ

の仕事に従事させていただいているのですが、その当時、私は行政経営課という、行革部

門に配属されていました。行革部門で、まずはＲＰＡを使って省力化をできないかという、

そういう小さなところからスタートしたんですね。ただ、それだけじゃ全然進まないよね

ということで、大きな考え方をどんどんつくっていこうということで、本格的にスタート

したのが、令和２年１１月でございます。 

 反対意見等はなかったのかというところでございますが、業務量調査、全庁の業務の棚

卸を御紹介しましたけれども、このときに猛反発を受けました。ＤＸを推進しないといけ

ないのは分かるけれども、業務を一から見直せと。作業の手順とか、作業時間、どれだけ

の人数がかかっているのかを、全て細かく書き起こすようにお願いしたんですね。だけど、

猛反発を受けましたけれども、私は職員団体も全部回らせていただいて、みんなが楽にな

って市民サービスの向上を図るためには、やはり最初にきちんと業務の、自分たちの仕事

がどのくらいのボリュームがあって、どういう仕事をやっているんだというのを把握しな

いと進まないよねという議論になりまして、そこで御理解いただいて、今、とんとん拍子

には進んでいませんけれども、皆さんの御理解をいただきながら、進めているような状況

でございます。 

 ２つめのテレワークのところでございますが、私どもは、やはり今回のコロナ禍を契機

に、テレワークを推進しております。それで、テレワークにつきましては、最初は何もツ

ールがなかったんですね。だけど半分の職員は、みんなテレワークをしなさいということ

で、取りあえず、資料の確認だけでもいいので、紙を持って帰らせていたんですけれども、

それじゃあ仕事が進まないよねということで、モバイル端末、モバイルパソコン、これを

１,５００台。今、職員は約７,０００人なのですが、１,５００台調達いたしました。この

モバイルパソコンにつきましては、通常のインターネット接続とは全く違いまして、ＬＧ

ＷＡＮ環境の中で動いています。それで、情報が一切漏洩しない仕組みを構築しています。



 -34- 

そして本人認証も、顔認証とか、指紋認証でしかアクセスできないようにしていますし、

データも一切、中に残らない仕組みをつくっています。こういう外部で我々が公務、仕事

をしても、全く情報が漏洩しない環境を整備しておりまして、今後、このモバイルパソコ

ンの拡充を図っていきたいと思っています。 

 ただ、実施率のところなのですが、コロナ禍のピークのときは、結構やってくれていた

んですけれども、現在では、１日平均大体全職員の２％から３％が、テレワークをやって

いると。月１回ぐらいテレワークやっている職員が、全体の１０％ぐらいという感じで、

まだまだかなと思っています。ただ、テレワークを是が否でもやりなさいと、私もちょっ

と思ってはいませんで、働き方の一形態として、必要なときに必要に応じてやっていくと

いう形で、どんどん進めていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

【権丈委員】  どうもありがとうございます。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。矢島委員、お願いします。 

【矢島委員】  ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございます。そうすると、

ＬＧＷＡＮのシステムと、ｋｉｎｔｏｎｅを通じた通常のネット上のお仕事を切り分けな

がら、テレワークを推進されているのかなと思うんですけれども、ちょっと聞き逃したか

もしれないんですけれども、ｋｉｎｔｏｎｅというのは、アカウント数に応じたコストが

かかると思うのですが、その辺りは、連携協定の中で今回は提供されているものなのか。

あるいは、どれくらいのアカウント数を、皆さんは利用されているのか。もし差し支えな

ければ、お教えいただければと思います。 

【久芳課長】  ありがとうございます。ｋｉｎｔｏｎｅのアカウントの話でございます

が、今回の連携協定の中で、かなりサイボウズ社さんに、いろいろ御迷惑をかけていると

いう状況ではございますが、今、御指摘いただいたように、使うアカウントが増えれば、

利用する金額も増えていくという形になっております。我々としては、やはりこれだけ、

今１１７のシステムができていますし、作業時間も、もう一挙に１年間で５万時間削減で

きるとかいう効果も出始めているので、今、令和５年度予算で、このアカウント数を全職

員に配れるぐらいの予算を今は組んで、拡充を図っていきたいと思っています。 

 テレワークのところでございますけれども、もちろんｋｉｎｔｏｎｅのほうは、これは

ＬＧＷＡＮ環境でも動くような仕組みになっていますので、テレワークでも使えるように

しています。ですから、我々のテレワークにつきましては、職場と全く遜色なく動く環境
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下を整備しているという感じでございます。 

 以上でございます。 

【矢島委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。 

 それでは私のほうから、３点手短にお伺いしたいのですが、１つは、福岡市さんは、最

近ＬＩＮＥ福岡にずっとやっていましたけれど、北九州市さんも果敢に役所の中で取り組

まれて、成果を上げていることが、とてもよく分かりました。その中で、特にｋｉｎｔｏ

ｎｅを使ったものについて、結局デジタル時代に、各現場の創意工夫がうまくシステム化

できて、それをそのまま改善に結びつけられるということができれば、それが一番効果的

なので、非常に魅力的な成果が上げられているという話は、分かりました。そこで、あえ

てお伺いしたいのですが、このシステムの課題はどんなことにあるのでしょうか。今の料

金の話もありましたが、使うほうからすると、どこに課題があるか、分かりましたら教え

ていただきたいというのが、１点です。 

 それから、先ほどの質疑応答の中でもありましたが、私もある団体でＢＰＲ、業務量調

査を引き受けたのですが、これがやるのも大変、やった後で生かすのも大変で、さんざん

でなかなか効果が出ないという経験をしました。これに対して北九州市さんは、それを活

用し、少しずつ成果に結びつけられているということでした。そこでお伺いしたいのは、

これらの件とＤＸの関係です。これは、業務量調査も、ＤＸ時代で、システム化が前提と

なることによって、スムーズに成果を見える化して、業務が簡単になって、簡易になって

いくというのを実感しやすい環境になっているのでしょうか。こうやって成果を出すため

には、どういう工夫が必要なのか、お聞かせいただけたらというのが２番目です。 

 それから、３番目は時間も限られていますので、本当にざっくりとしてイメージでいい

のですが、このペースで業務改善していったときに、指定都市の区役所の業務イメージ、

これがどんなふうになっていくのでしょうか。特に窓口業務を中心に。そこのところを、

ちょっと教えていただけたらと思います。 

【久芳課長】  ありがとうございます。ｋｉｎｔｏｎｅの、まず課題でございますけれ

ども、ｋｉｎｔｏｎｅは結構万能ではあるんですけれど、やはり情報を共有するところが、

各部署の情報を共有するとか、今まで紙ベースだったもの管理するとか、そういうところ

に一番メリットがあるということですので、例えば、今のところは、みんなそういうとこ

ろばかりに目が行っているので、まだ課題というところに、行きついていないのですが、
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それ以外で、例えばいろんなものを、我々の基幹システムと結びつけていくとかいうとこ

ろは、やはりよく考えていかなければいけないのかなと。今、単品でどんどんつくってい

るだけなので、基幹システムとの接続ですね、そこは今後の課題だと思っております。 

 それと、ＢＰＲのお話をいただきまして、ありがとうございます。今、前段の全体調査

が終わった後に、個別に業務を引っ張り出して詳細調査をやっております。何でこんなこ

とをやっているかというと、今、我々の各現場で、一から十まで作業しているんですね。

やはりそれだとすると職場の負担がかなり大きいので、各現場でやらなくていいものを引

っ剥がして、集約処理できないかというところを考えています。それによって職場の負担

感を減らして、負担が減ったものについて、本来のコア業務にマンパワーを集約させよう

という考えで、その取組みを進めています。実際にやってみると、今、詳細調査をやって

いるんですけれども、現場にヒアリングしながらやるのですが、９割ぐらいの業務は、今

はそこの現場でやらなくてもいいよねと、現場の人でも言います。そういうものは、集約

処理していきたいと思っています。 

 それと、最後の御質問ですが、区役所の在り方ですか。今、オンライン化の手続を進め

ていますが、基本的には今考えているのは、まず、原則として、市民の方からはオンライ

ンで入ってくる。オンラインが使えない方については、身近な、例えば公民館とか、我々

は市民センターと言っていますが、そういうところでオンラインの手伝いをしていく。区

役所に来られた場合についても、基本的に職員がオンラインの手伝いをして、オンライン

化に乗せていく。オンラインにさえ乗れば、今までみたいに、区役所で全て業務を処理す

る必要はありませんから、その処理については、全て集約した事務集中処理センターみた

いなものをつくっていって、そこで集中処理をしていく。市民の方については、もうオン

ライン化されてしまったらデータが流れていくだけですので、今までみたいにお待たせす

ることなく、必要なものについては、できれば電子証明書という形でお渡ししたいし、で

きないものについては、後日郵送するという形で、スムーズな流れをつくっていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございます。まだまだお伺いしたいところはありますが、時間

がかなり過ぎていますので、よろしいでしょうか。 

 それではどうも、久芳さんありがとうございました。 

【久芳課長】  ありがとうございました。 
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【辻座長】  それでは続きまして、真岡市総務部デジタル戦略課係長の石崎様から、真

岡市におけるデジタル人材の確保・育成に関する取組みについて、御説明いただきます。

どうも遅くなってすみません。 

 ちょっと皆さんの発表が、非常に充実していて、それから質疑応答も充実しているもの

があったところで、私の司会の不手際で、かなり時間が超過しております。決められた時

間をちょっと過ぎてしまいますので、御都合の悪い方は、どうか申し訳ありませんが途中

で御退出ください。 

 それでは、石崎様、よろしくお願いします。 

【石崎係長】  真岡市総務部デジタル戦略課の石崎と申します。本日はお呼びいただき

ありがとうございます。それでは、真岡市における事例について紹介させていただきます。 

 まず、簡単に資料の２ページになるんですけれども、真岡市の概要ということで、人口

８万人弱の一般市というところであります。また、ＤＸにつきましても、令和４年度、今

年度から本格的に専門の係ができまして、今、４名で実施をしております。 

 簡単に、私の自己紹介も特にないんですけれども、今一番特にこだわっているのが、右

下のところのＵＸですが、ＤＸを続ける中で非常に重要な、もう究極的にはもうＵＸ、市

民に対するＵＸを進めていくことが重要だなということで、最近は思うようになりまして、

それをいかに広げていこうかということで、活動を行っております。 

 本日の説明事項なんですけれども、簡単に、真岡市、栃木県の一般市が、どんな状況か

ということを説明させていただいた後に、テーマであります、人材の確保と育成について、

説明のほうをさせていただきます。 

 まず内部的にもよく説明をしているもので、総務省さんがつくっていただいた、自治体

ＤＸ推進計画、その中の冒頭部分になっているんですけれども、やっぱりＴｏ－Ｂｅ、ビ

ジョンが必要だよねというところで、そこを明らかにしつつも、自分の現状・足元、Ａｓ

－Ｉｓというところを、そこもしっかり把握した上で、お互いにどのように歩み寄ってい

けるかというような考え方で進めていきましょうということで、内部的に進めております。 

 こちらが、真岡市のほうのＤＸ計画ということで、令和３年の３月に公開をしたんです

けれども、こちらは同じような形で、ＤＸビジョンということで、「誰一人取り残さないや

さしい都市（まち）の実現」をビジョンとして掲げておりまして、足元ですね、自分たち

の社会問題だったりとか、ニーズの多様化、そこに対して、どのようなところで、Ｃａｎ

－Ｂｅをつくっていけるかというような形で進めております。 
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 こちらは、いろいろ進めていく中で、いろんな幹部の職員の中からも話が出てくるんで

すけれども、いろんな大小様々なレベルにおいて成功体験、小さな成功体験なんかを繰り

返していくことが、ＤＸにつながるんじゃないかということで、しっかりやれということ

でやられております。 

 じゃあ、なぜ今このような考え方に至ったかということで、こちらは１年間進めてきま

して、まずＴｏ－Ｂｅが明確でない場合については、結局、現場の人って、皆さんで課題

を解決しましょうということでやると、かなり協力はしてくれるんですね。ただ、課題解

決に集約してしまって、その先に進まない。本来、向かうべきものが目指さなくて、小さ

く触ってしまいがちになってしまうので、そこもＴｏ－Ｂｅがしっかり見ていく必要があ

るのかなと思います。 

 また、一方で話をしていく中で、Ａｓ－Ｉｓを理解せずに理想ばかり語っていると、Ｄ

Ｘ担当者が、現場のことを分かっていないなとかいうことがあったりとか、場合によって

は、現場の反発を受けてしまったりとかそういうことがあるので、ここら辺をうまくバラ

ンスよくやっていくことが重要かなということで、やっております。 

 今年度実施しました、まさにＤＸの第一歩というところの事例紹介になるんですけれど

も、自治体において、例えば道路工事だったりとか、いろんな事業を起こす場合のプロセ

スになるんですけれども、一番左の執行伺というところから、市長にこの事業をやってい

いですかということで聞いて、その後に、契約してよろしいですかということで聞いて、

その次に今度は、支払いの処理の中の支出負担行為というんですけれども、それも判こを

押してもらって、最後にお金を払う処理ということで、非常にスタンプラリーのような流

れを行います。 

 この右側の財務の処理の部分だけを、昨年の１１月から電子決裁ということで始めたん

ですけれども、始める前は、いろいろ検討はしたんですけれども、始めた中で、問題点が

浮き彫りとなってきました。 

 まず、左側の紙のときには、それぞれ処理が連携していますので、執行伺、契約伺、支

出負担行為ということで、決裁をする人が確認しながら、大丈夫だよねということででき

たんですけれども、最後の支出負担行為の部分だけを電子決裁にしてしまったところ、そ

こがぶち切れてしまって、確認ができないというような状態が起きました。 

 また、こちらもそもそも市役所において、１つの事業をするに当たって、物によりなん

ですけれども、トップの決済、印鑑が３回必要なのかというような問題がありまして、そ
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こら辺がまだ解決できていないまま、電子決裁というものが始まってしまいます。 

 そのようなところがうまく解決できなかったために、これを進めてしまった中で、一部

の幹部職員だったりとか、一般の職員だったりとかから、いろんな御意見、不満というも

のが出てくるというような状況になってしまいました。 

 これらを解消するために、そもそもそれぞれの決裁ステップって何なのかというところ

を、一旦全部ばらして、ひも解いて、もう一度見直してみたところ、決裁、これに判こを

もらうんですけれども、全て意味合いが違うということで、より初期のプロセスのほうが、

決裁者、市長とか副市長の裁量が働く部分にあって、その後の支払いについては、もう裁

量は働かない、事務的にもう確認して済めばいいだろうというようなことが分かりました。 

 それらを踏まえて、現実的に、この６月から市長の決裁を全て課長にするということで、

今進めているんですけれども、やはりみんなと話をしてく中では、何で下げていいのかと

か、なぜこれを行う必要があるのかというところをはっきりさせないと、仕事が楽になっ

たなとか、課長が、市長が権限が何か押しつけられたなとか、そのようなことが不満とし

て出てきちゃうのかなと思うので、そこら辺をうまく説明しながらやっていくというよう

な状態が、現状になります。現状、こんなところをやっております。 

 次にここからは、人材確保というようなところになるんですけれども、やはり自治体の、

総務省さんのこちらの自治体ＤＸ全体手順書におかれましても、やはり基礎的な共通理解

を初めに形成することが、必要不可欠であるということが記載されております。その中で

も、やはりいろいろとポジションによっても、起点が違うのかなと思っておりまして、そ

れらに各位置において、まずは自分たちでできること、できないことを把握していくこと

から進めていくというのが、必要かなと思っております。 

 こちらも総務省さんのほうで出していただいている、自治体ＤＸ外部人材スキル標準と、

その解説書ということで、こちらも非常に参考とさせていただいているんですけれども、

我々のような市だったりとか、あとは隣の町なんかで聞きますと、ちょっと小さいんです

けれども、左側の赤字の、募集の前段階におけるきめ細かな支援が必要であるとか、また

右側の青字の、まずは自治体のＤＸ推進の方向性を明確化というところが、そこをしてく

ださいと書いてありますので、まずはここの段階から、いろんな支援だったりとか、サポ

ートだったりとかがあるというのも、やはり必要かなと思っております。 

 これらについて１９ページに、栃木県における支援の事例ということがありまして、令

和４年度に、もともと県のデジタル戦略フェローということで、外部人材に委嘱していた
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んですけれども、それがこの１１月から２月にかけて、各市町首長の訪問をしますよとい

うことで、希望する方は手を挙げてくださいというようなことがありました。 

 真岡市としても、希望しますということで面会をしたんですけれども、１つ隣の町で話

があったのが、今まではＤＸの担当者として推進したいんだというような思いがあったん

だけれども、なかなかうまく説明できない、具体化できないというように方針が示せずに、

示すことができなかったという話がありました。ただ、この面会をきっかけに庁内で話が

進んで、ＤＸの専門部署の設置が進んだりとか、あと、外部の人材の確保に向けた予算だ

ったりとか、そういったところを動かすことができたというような話がありました。 

 また、真岡市といたしましても、特に新たなこういう参加とかはないんですけれども、

ちょうと来年度の予算が今はできる段階なんですけれども、やはりもっともっとやりたい

ということで、ちょっと予算も始まっていない中で、研修の費用を増やしてくれみたいな

話で、そんなことで通ったというような部もあります。 

 また、令和５年度におきましては、今度は各個別の分野に対するサポートということで、

県のほうで、市町のＤＸ推進アドバイザー派遣事業ということで、どんなことをやりたい

ですかということで希望調査が来て、それに合わせた人材を派遣してもらえる、年１０回

ぐらい来てくれるということなので、そのようなことがあるので、そこもうまく活動して

いきたいなと思っております。 

 こちらも、先ほどの再掲になるんですけれども、やはりターゲットをある程度は絞って、

効果的に外部人材を充てて使っていきたいなと思っております。 

 続きまして、２１ページ、２２ページのデジタル人材育成という場面に移らせていただ

きます。真岡市では、先ほども説明させていただきましたとおり、令和４年度から我々の

部署ができて、本格的にＤＸが始まったんですけれども、早速その一発目としまして、自

主的な業務改善組織への変革プロジェクト、通称ＢＰＲプロジェクトと言っているんです

けれども、こちらのほうを行いました。 

 位置づけといたしましては、やはりいろいろと話をしていく中で、ＤＸやりたいんだと

か、パソコン得意なんだとかっていう職員が、一定数いるんじゃないかなということが分

かってきましたので、その人たちをちょっと掘り起こして活躍させよう。将来的にＤＸの

リーダーとなるように成長させようというような位置づけで始まりました。 

 募集したところ、今回は係長級以下ということで、スタートをしたんですけれども、１

２名から手が挙がって、このような形で、最低２時間掛ける５回ぐらい、勉強会などを行
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いました。 

 よくあるワークショップ形式で、まず、ＢＰＲとは何ぞやということで勉強をしたんで

すけれども、特にこだわりをもったのが、必ず左側のディスカッションということで、１

回はしゃべりましょうということをやりまして、あとは右側にありますように、このミー

ティングが終わった最後には、必ずプレゼンテーション形式で、自分の言葉で発表するん

だというような形を取りました。 

 これら勉強が大体５回ぐらい終わった後には、今度は具体的に３つのチームに分かれて

業務改革案ということで、検討を行いました。まず、上にあります外部事業者連携につき

ましては、ｋｉｎｔｏｎｅ、こちらを使いまして、工事の業者さんとのやり取り、今はメ

ールとかファクスとか対面とか、それぞれ担当者によって異なっていて、電話であると記

録が残らないとかっていう問題があったので、そこを一旦、ローコードツールを使って、

うまくまとめてみようというような企画を行いました。 

 また、左下の内部事務処理ということは、いろいろ市役所の中で決算とかの処理がある

んですけれども、これってもうそもそも多分３０年前の紙を起点としたようなやり方でや

っているよねということを、幹部がいる前で、皆さんの前で始めました。変わっていませ

んよということで言って、そこをうまく流れから変えようということで、企画を行いまし

た。 

 また、右下の窓口業務におかれましては、これもいろんなところで取上げられておりま

す、保育所関係の入所のオンライン化だったりとか、あと、その後の選考業務の効率化と

かっていうことをやって、なるべく早く保護者の方に結果を通知してあげたいんだという

ような３つの企画を行いました。 

 これら３チームにおかれましては、左側にありますように、市長まで呼びまして、幹部

職員の前でプレゼンテーションをさせまして、また、右側にありますのが、全職員向けに

庁内のウェブ会議システムというのがありますので、そちらを使って広報だったりとか、

ＰＲだったりとかということで報告を行いました。 

 こちらのはプロジェクトの中の、一応１つの副産物的なものではあったんですけれども、

よく総務省さんのＡＩの事例集とかでも載っていますような、保育所の入所のマッチング

のプログラムとかやって、何百時間、何千時間削減しましたというようなものがありまし

たので、これってもしかしたらできるんじゃないかなということで、ちょっとＥｘｃｅｌ

が得意な若手の職員と、私はちょっとプログラムとかをやっていたので、そことうまく連
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携して、仕様なんかを合わせて、そんなに件数が多く、複雑ではないんですけれども、も

ともとマッチングのところのアプリケーションなんかを作って、ちょっとこんな、広い意

味でのＡＩになるんですけれども、そんなのがこうできますよということで、一発できま

すよというようなＰＲなんかもさせていただきました。 

 このように、大体計画策定から始まって１年間、いろいろな紆余曲折を踏まえまして、

ようやくこの３月に、真岡市の人材育成の基本方針と認定制度というものを実施するとい

うことができました。こちらについては、簡単に御紹介をさせていただきます。 

 まず庁内で説明をした中では、どうしてもＤＸとかデジタルとかっていうと、難しいな

とか、私は関係ないんだなとか、石崎がやるんだなみたいな意見が、まだまだ、たくさん

あるんですけれども、もうそうじゃなくて、Ｘ、変革なんだ。これは皆さんがやるんだと

いうことで、ありとあらゆる場面において、Ｘを非常に強調しまして、説明をしました。 

 また右側に、これも総務省さんのベースとなっています、人材育成の基本方針というも

のがありまして、それが人事のほうでつくっていますので、これって書いてあることって

一緒ですよねということで明らかにして、特別なものじゃないんだということで、説明い

たしました。 

 やはり基本方針と同じになりますので、人材育成の基本方針ということで、（１）から

（３）に合わせて、具体的に何をするよというようなのが書かれておりますので、それに

合わせた形で、ＤＸの人材育成のほうも行っていくということで、計画を策定いたしまし

た。 

 主に２つの柱ということで、先ほど説明させていただきました、ＢＰＲのプロジェクト、

まずはここをしっかりレベルアップしてやるんだ。これに当たっては、若手職員だけじゃ

なくて、幹部の職員の皆さんも一緒にやりましょうということで、来年度から実施するこ

とといたしております。 

 また、それに対応する形で、（３）のＤＸの人材認定制度というものも、来年度から始ま

ることになります。 

 こちらが、具体的なちょっと細かい来年度のプロジェクトの実施方針なんですけれども、

やはり令和４年度でやっていく中で、一部の職員がやっているんじゃ駄目だよねとかいう

ものがあったりとか、あと、企画をプロジェクトチームがつくって、原課に企画を持って

くるんですけれども、どうしてもタイミングが遅いと、そんなに聞いていないとか、そん

なのできないとかっていうようなものも一部ありましたので、やはりかなり前の段階から
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担当課の部長さんとか、課長さんなんかにも一緒に入っていただいて、みんなでやってい

こうということで、来年度はやっていくというふうになります。 

 こちらは真岡市における、今回はちょっとデジタル人材と書いてあるんですけれども、

ＤＸ人材の認定なんですけれども、ほかの市町さんなんかにおきましても、ＤＸ人材、デ

ジタル人材認定制度ということで、いろいろあると思うんですけれども、真岡市は、あえ

てさらにハードルを上げました。この認定されるためには、先ほどのプロジェクトにメン

バーとして参加して、そのプロジェクトの内容を様々な観点から評価する。例えば、幹部

職員においては、政策的な目線で評価して、一緒にやったメンバーとか一般職員において

は、リーダーシップとか、こっちばっかりやって自分の仕事をやらないと駄目だよねとか

って言っていたので、そのような観点を踏まえて。また、我々のデジタル部門とか支援業

者なんかにおきましては、そこでようやくデジタルのＩＣＴとか、そこら辺の観点を評価

して、それぞれ一定のレベルをクリアした場合において、アドバイザーとか、エキスパー

トとか、スペシャリストということで、段階的にレベルアップをするような仕組みといた

しました。 

 最後、まだ進めている中での課題と展望なんですけれども、かなり総務、人事などとも

連携をして、打合せなんかもしているんですけれども、やはり自分の業務なのか、業務じ

ゃないのかというところが、かなりいろいろ壁があって、じゃあ研修にするのか、研修っ

て研修の時間だけだよね。研修以外の業務ってどうだよね。このようなプロジェクトに参

加するときに、管理職の管理下にいないといけないよねとかっていうことで、いろいろ意

見をいただいていて、またそこら辺は、こちらの要望も出しながら、取りあえず来年度は、

自分の業務と関連業務だけでやるよっていうことでやって、その中で、やはりもうちょっ

と一緒にやっていこうねということで、人事とは日々、この話を進めていくというような

ことでおります。 

 最後に展望なんですけれども、やはり小さな市とか町なんかでは、自治体の関係の人が

少ないだったりとか、よくある１人情シスで異動ができないとかっていうような問題もあ

るんですけれども、何人かは多分、少なからずやりたい人間だったりとか、できる潜在的

な能力を持った人間が、職員がいるはずですので、そのような人たちをうまく拾い上げて、

活躍の場を設けてあげることが、これから市町において、ＤＸが進んでいく、１つのステ

ップとなるのではないかなと思っております。 

 説明は、以上です。 
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【辻座長】  ありがとうございました。貴重な経験に基づきまして、具体的な点、あり

がとうございます。 

 それでは、皆さんのほうから、御意見、御質問をお願いします。いかがでしょうか。そ

れでは、田中委員、お願いします。 

【田中委員】  大変貴重なお話ありがとうございました。時間も押しておりますので、

１点だけお伺いしたいと思います。 

 真岡市は、７万８,０００人ぐらいの人口だということですので、それほど大きくないと

いう自治体だと思いますが、デジタル化や、ＤＸを進めるに当たって、担当職員が少ない

など、中小規模の自治体に特有の困難な点があるのか、もしあるとすれば、そういった規

模の自治体にとって必要となるデジタル人材は、どういったものだとお考えか、教えてく

ださい。 

【石崎係長】  ありがとうございます。ちょっと規模のところと合致するかどうか分か

らないんですけれども、私たちのところで、非常に今、課題として考えているのは、トッ

プ、市長、副市長なんかは、かなり理解があって、どんどん進めろ、もっともっとトップ

ダウンでもやれということで、後押しをしてもらっております。また、私たちのデジタル

戦略課の中の職員も非常に協力的で、チームワークをもって進めております。ただ、若手

の職員なんかについても、先ほどのプロジェクトにも手が挙がっていたように、やりたい

んだというような声が上がってきていて、今、ちょっと課題として考えているのは、そこ

を、その中でやはり、例えば行政手続のオンライン化をやるに当たっても、言っていいの

か分かりませんが、係長がやってくれないとか、課長が進んてくれないとかいう声も少な

からず聞こえてくるので、そこをどう取り込んで、崩して、現場でリーダーシップを働か

せるのかというところを、今一番の課題として考えております。それが、恐らく現場とし

て出てくれば、我々はいつでもウエルカムなので、一緒にやりましょうというような姿勢

は見せているんですけれども、そこのところが現在としては、一番の壁になっているのか

なと思っております。 

【田中委員】  ありがとうございました。非常によく理解できました。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。飯島委員、お願いします。 

【飯島委員】  飯島と申します。貴重な御報をいただきまして、ありがとうございまし

た。私も１点だけお聞きしたく存じます。ＤＸの人材育成方針を、作文ではなく、真に効

果を持った方針とするために、この１年間の御経験を反映されたということですが、実の
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あるものにするために、どこをポイントとなさったのか。幹部職員・一般職員・専門家に

よる多角的な評価を行って、デジタル人材を認定するという、面白い取組みもなさってい

ますが、こういう全体の参加の意欲を高める、マインドを変えるというようなことも工夫

して盛り込まれたのか等教えていただけますと幸いに存じます。 

【石崎係長】  ありがとうございます。まず、認定の方針につきましては、個人的には、

サービスデザインとか、ＵＸとか、そこら辺を入れたかったんですけれども、かなりちょ

っとまだまだ進んでいない中で、上層部のほうから、まずは業務改革、ＢＰＲ、そこから

始めないと、いいものができないだろうというのがあったので、かなり今回は、そちらの

ほうに寄せてあります。これをどんどん、どんどん変えていく必要はあるのかなと思うん

ですけれど、まずは一旦、ちょっとここで線を引かせていただきました。 

 次に、実のあるものとするためのポイントとしては、やはり認定に対するハードルを、

かなり上げたというのがあります。もともとの計画の中では、研修を受けて受講が完了し

たらレベルが上がるんですよ。さらに、レベル１の人に対しては、レベル１の人に向けて

の研修を受講したら、２に上がるんですよというような形で書かれていたんですけれども、

なかなか研修もどんなのがいいかなということで考えていて、１年間進めていく中で、ど

うせだったら実績をつくって、その辺からレベルアップがあったほうがいいんじゃないか

なということで考えております。 

 その上で、やはり認定をする部長さんとか、市長とかも、多分、いきなりその場に来て、

これに点数をつけてくれと言っても、かなり無理な話なので、そこに対しては、しっかり

と評価ができるような、管理職向けの評価の観点を取り入れる研修というのを、このプロ

ジェクトの中で計画をしております。 

【飯島委員】  どうもありがとうございます。 

【辻座長】  その他、いかがでしょうか。佐々木委員、お願いします。 

【佐々木委員】  すみません。１点お願いします。外部人材については、特に導入され

ていないと思いますけれども、ＢＰＲみたいなこういう段階だと、まだいいかもしれませ

んけど、今後、本格的にＤＸを進めていくとなると、職員研修も含めてなのですが、そう

いった外部人材が必要になってくるとお考えになっているのか、あるいは、それに向けて

どうしたら、真岡市さんのような自治体の場合に、どうしたら確保できるのかというよう

なことについて、何か思いめぐらされていることがあるのか、ちょっとお聞かせいただけ

ればと思います。 



 -46- 

【石崎係長】  外部人材については、やはり年当初からも、いろいろ話はあったんです

けれども、１つは個人的に、あんまり必要ないかなということで当初は思っていました。

自分がやりたいというようなものがあって、ある程度、ビジョンとかも描けていたので、

そこについては、要らないのかなということで思っていました。やはり、年度後半になっ

てくるに当たって、それだけでもないなということで思っていまして、やはり適材適所に

使っていく。 

 例えば、私は今、係長なんですけれども、係長だと、部長にレクチャーをして、しても

いいんですけれども、やっぱりちょっと何だよというか、そういった思いなんかも持たれ

てしまっても良くないなと思うので、そこであれば、外部人材の人をうまく使って代弁さ

せる、話してもらうというような使い方なんかもいいのかなと思っております。 

 また、実際の業務の中でやっていくに当たっては、特に実際のほうで、いろんなチャッ

トだったりとか、掲示板だったりとか、そこら辺のつながりなんかも出てきておりますの

で、地域情報係のアドバイザーさんなんかを使ったりしまして、うまく使っていきたいな

ということで、来年は使っていこうということで思っております。 

【佐々木委員】  ありがとうございました。 

【辻座長】  最後に私のほうから２点だけお伺いします。１つは、今日もいろいろ苦労

しながら進められていたポイントの話をいただきました。そうした中で、ＤＸを進めてい

くに当たっては、やっぱり職員の皆さんにも、それから住民の皆さんにも、ＤＸをこう使

ったら、こんなに効果があるんですよというのを実感してもらえるのが一番効果的だと思

います。職員の中だけからすると、今日の冒頭にあった決済の話というが、分かりやすい

のかもしれませんが、今まで努力されてきた中で、職員が一番インパクトを感じたもの、

これでＤＸをみんながやっていけるっていう方向に行くかなというような手応えになった

ようなもの、さらには、市内の住民の皆さんが、一番のインパクトを感じたもので、今後、

中心的に進めていくことが効果的と推測される案件がありましたら、教えていただきたい

というのが１つです。 

 それからもう一つは、人材育成に関する点です。私もほぼ同じ８万人ぐらいの市で仕事

をしていたときの実感は、周りに専門業者や外部人材も限られていて、役場の中の若い素

人をうまく使っていったほうが、継続的に業務がやりやすいように感じることがありまし

た。要するに若手職員を採用して、内部で育成していくという今までの人事が、現実的で

よい方針なのか。もしくは、３年間とか２年間とか、やはり外部の人を雇ったほうがプラ
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スになるのか。今まで進められた実感でいうとどっちなのか。さらに、人材育成を 

さらに応援できる制度を、国でつくるとしたら、どっちに力を入れて、応援していったら

いいのか。今までの感想を、お聞かせいただけたらと思います。 

【石崎係長】  まず、ＤＸの取組について、令和４年度からもう始まったということも

あって、まだ職員に対して大きなインパクトを与えたというものは、まだ現実としては出

ていないかなと思います。その１つが、今日も事例で紹介させていただいた、今まで数十

年やってきた、市長が決裁をしていたものを課長に下げるんだよというのを、昨日か、お

とといに出したんですね、オープンにして。６月から変えるよということであって。それ

に対する、ちょっと今はリアクションが来ているのかどうなのかなと、ちょっと心配にな

って。むしろリアクションが来れば、それはいいことだなと思っていますので、そこは今、

本当の本当の１歩目ということで、ＩＴ化とは違う、業務改革というような１歩目という

ことで思っております。 

 次に市民の方に対するＤＸにつきましては、これは恥ずかしい話なんですけれども、書

かない窓口ということで、今、全国的に北見市さんの取組みなどが話題となっております

が、真岡市では結構早くて、令和２年９月に庁舎が新しくなりまして、そのときから書か

ない窓口のシステムを導入しました。本庁舎においては、住民異動届について、書かない

窓口でできますよということで案内をして、いろいろな全国から視察も受けていたんです

けれども、ようやく、我々のほうで、いろんな事例、書かない窓口とかあって、市民課の

ほうにどう？ って言ったら、結局もうシステムを入れっぱなしになって、そこからもう

２年以上、何の進歩もなく、やはり一部の業務だけで使っていて、ほかは紙が残っている。

証明書の発行なんかは、依然として記載台があって書いているというような状態がありま

した。 

 でも、それじゃいかんだろうということで、やはり市民に対してのサービスも、そのシ

ステムで終わりじゃないんだよね。どんどん変えていくんだよねということで、これは来

年度から本格的にデジタル庁さんの窓口ＢＰＲアドバイザーなんかについても、うちの職

員が手を挙げて募集なんかもしていますので、そこを使って、本格的にやっていく必要が

あるのかなと思っております。 

 最後に、外部人材についてです。やはり先ほども、話がありましたように、当初は自分

でやりたいんだということで、なかなかちょっとほかから言われてもどうかなというよう

な思いがあったのも間違いないのかなと、確かかなと思っております。 
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 その中で、やはりこの前の２月に、県のＤＸフェローということで、例の陣内さんが来

て、市長、副市長と話をしたときに、響きが全然違ったんですね。もう市長、副市長に対

する響きが。話は同じことを言っているんですけども、全然反応が違ったので、これは、

もううまく使わない手はないなと。彼にやらせるのが嫌じゃなくて、これはもううまく使

わない手はないなということで思ったので、そこで継続的に連絡を取りながら、どのよう

な形がいいのかなということで、うまく使っていこうかなと思っておりますし、また現場

目線では、やはり同じ自治体の職員がアドバイザーとかで入ってもらうと、本当の本当の

気持ちも分かってくるので、総務省さんのアドバイザーとか、デジタル庁さんの窓口ＢＰ

Ｒアドバイザーとか、そこら辺をうまく使っていければなと思っております。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 時間が、私の不手際で大幅に延びてしまいまして、申し訳ありませんでした。どうも貴

重なお話ありがとうございます。 

 それでは、本日の議論はここまでとさせていただきたいと思います。 

 次回の研究会につきまして、事務局から説明をお願いします。 

【江口理事官】  次回につきましては、また、人材育成（全般の取組について）ヒアリ

ングをさせていただきたいと思います。 

 日程につきましては、また改めて御相談をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

【辻座長】  それでは、以上をもちまして、研究会を終了させていただきます。最後ま

でありがとうございました。 

 

 


